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説

第

章

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
創
生
の
一
断
面

l
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
制
定
史
|

第
一
節
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
と
〈
移
民
〉
労
働
力
ー
そ
の
問
題
点

一
〈
移
民
〉
労
働
力
統
制
の
試
み
1

一
八
八

0
年
代
前
後
の
一
雇
用
政
策
と
移
民

二

メ

キ

シ

コ

人

の

到

来

一

九

五

0
年
代
前
後
の
一
雇
用
政
策
と
〈
移
民
〉

第
二
節
行
政
制
裁
制
度
の
誕
生
と
導
入

一
行
政
制
裁
誕
生
の
経
緯

二
行
政
制
裁
の
問
題
点
1

和
解

三
行
政
制
裁
の
意
味
付
け
|
新
し
い
価
値
規
範
を
巡
っ
て

四
行
政
制
裁
型
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
向
け
て

第
三
節
連
邦
移
民
法
と
行
政
制
裁
1

労
働
市
場
と
使
用
者
抑
制
の
関
係

一

一

九

七

0
年
代
の
思
想
|
行
政
制
裁
の
威
力

二
各
州
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定

三

一

九

八

0
年
代
l
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
法
案
の
完
成

四
行
政
制
裁
制
度
の
成
立
に
至
る
過
程
分
析

第
二
章
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
を
通
じ
て
見
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
移
民
法
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

l
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト

i

第
一
節
移
民
帰
化
局
の
す
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

一
移
民
帰
化
局
|
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
執
行
機
関

二
雇
用
主
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

2
6宮
古
z
g
n
Z
2
0
2
m
o
p

三
捜
査
、
摘
発
、
お
よ
び
立
件

l
g
e
R
E
d
g円
。
ご
河
内
〉

第
二
節
裁
決
・
裁
判
例
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
実
態

一
行
政
制
裁
の
算
定
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

二
聴
聞
過
程

三
エ
ン
フ
ォ

1
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
か
ら
作
ら
れ
る
行
政
制
裁
の
配
当
性
と

M
川
ル
|
ル

終
章
ア
メ
リ
カ
担
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
の
持
質
と
日
本
法
へ
の
示
唆

一
行
政
制
裁
を
中
心
と
し
て
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム

二
日
本
に
お
け
る
労
働
法
シ
ス
テ
ム
と
の
対
比

三
今
後
の
課
題

第

節

連
邦
移
民
法
と
行
政
制
裁
労
働
市
場
と
使
用
者
規
制
と
の
関
係

一
九
八

0
年
代
l
雇
用
主
〈
懲
罰
v

制
度
法
案
の
完
成
(
続
)

個)

H
B
B
G
S
E。ロ刃向『。司
B
Eロ与の。ロ門『
c-
〉
円
円
。
司
】
⑤
∞
凶

一
九
八
三
年
明
け
の
第
九
八
期
連
邦
議
会
は
移
民
法
改
革
法
案
を
め
ぐ
る
政
治
劇
の
舞
台
と
な
っ
た
。

一
九
八
三
一
年
二
月
に
は
連
邦
議
会

に
£
呂
田
説
。
ロ

'ZRNOロ
σ=一
(
シ
ン
プ
ソ
ン
|
マ
ゾ
リ
法
案
)

3

で
あ
る
法
案
国

-m・
3
5沿
・
足
。
が
再
び
上
程
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
法
案

ω・

足
。
は
同
年
五
月
に
早
々
と
上
院
本
会
議
を
通
過
し
て
し
ま
っ
た
。

下
院
は
前
会
期
に
引
き
続
き
移
民
法
改
草
法
案
に
関
す
る
審
議
が
紛
糾
し
、
停
滞
し
て
い
た
。
翌
一
九
八
四
年
六
月
に
至
る
ま
で
下
院
本

会
議
で
は
法
案
審
議
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
下
院
内
で
は
各
小
委
員
会
が
入
り
乱
れ
る
形
で
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
、
ま
と
ま
り
の
な
い
議
論

が
進
め
ら
れ
た
。
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説

両
法
案
国

-m・5
5み
-u
出
に
規
定
さ
れ
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
条
文
内
容
は
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
、
し
か
も
前
年
の
法
案

ω・

(
l
)
 

M
M
M
M

垣
見
-u
∞
誌
と
大
差
な
か
っ
た
。
行
政
制
裁
に
関
し
て
ニ
zpえ
ば
、
下
院
法
案
国
・
岡
山
・

5
5
で
は
、
違
反
に
関
与
し
た
雇
用
主
に
対
す
る
行

政
制
裁
額
の
算
定
に
関
す
る
聴
聞
過
程
が
、
行
政
手
続
法
〉
可
〉
お
よ
び
新
設
移
民
委
員
会

(
E
E
q
s
g
回
。

Ra)
の
ル

l
ル
に
基
づ
き
、

(
2
)
 

の
主
導
の
下
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
行
政
法
審
判
官
は
司
法
省
内
戦

jヒj去54(5・4)1548
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行
政
法
審
判
官
(
〉
告
旨
』
山
内
g
Z
S
円

Z
E
a
m
m一
〉
巴
)

員
で
あ
り
か
つ
法
解
釈
の
専
門
家
で
あ
る
。
雇
用
主
の
抗
告
と
弁
明
の
内
容
を
、
移
民
帰
化
局
側
に
従
属
せ
ず
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
か
っ
専
門
的

立
場
か
ら
独
立
判
断
し
、
法
規
に
照
ら
し
て
行
政
制
裁
の
制
裁
金
額
算
定
内
容
を
客
観
的
に
判
断
す
る
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て
法
違
反
に
関

与
し
た
雇
用
主
に
対
し
て
、
手
続
的
か
つ
実
態
的
保
障
を
尽
そ
う
少
い
う
訳
で
あ
る
。

他
方
で
上
院
案

ω
・
足
。
に
よ
る
と
、
法
違
反
者
に
対
す
る
行
政
k
の
聴
聞
過
程
に
お
い
て
移
民
帰
化
局
入
国
審
査
官
が
従
来
通
り
担
当
す

(3) 

る
0

フ
ラ
ン
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
移
民
帰
化
局
内
部
に
わ
わ
い
て
事
件
調
査
か
ら
始
ま
り
行
政
制
裁
金
額
の
算
定
そ
し
て
裁
決
と
い

う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
都
合
に
よ
っ
て
は
審
査
官
一
人
で
行
う
プ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
果
た
し
て
公
正
な
保
障

(
4
)
 

体
系
を
構
成
す
る
か
は
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

両
院
に
お
い
て
両
法
案
の
審
議
は
相
変
わ
ら
ず
停
滞
気
味
だ
っ
た
が
、
そ
の
原
因
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
の
根
強
い
抵
抗
に
あ
っ
た
。

反
対
陣
営
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
切
り
崩
し
廃
案
に
持
ち
込
む
た
め
に
、
現
行
労
働
法
規
、
と
り
わ
け
最
低
賃
金
法
の
規
定
が
順
守
さ

(5) 

れ
れ
ば
、
不
法
就
労
問
題
は
解
決
す
る
の
で
は
な
い
か
と
各
委
員
会
で
主
張
し
始
め
た
。
だ
が
そ
れ
は
延
々
と
続
く
交
渉
過
程
の
糸
口
で
し

か
な
か
っ
た
。
使
用
者
側
は
、
単
に
労
働
者
の
就
労
資
格
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
受
け
る
新
制
度
が
受
け
入
れ
難
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
労
働
者
の
就
労
資
格
を
書
類
上
確
認
さ
え
す
れ
ば
、
違
法
雇
用
の
申
し
聞
き
と
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
回
避
が
可
能
に
な

(
6
)
 

る
よ
う
な
ぷ

B
E
B
g
庁
内
町
宮
町
三
が
手
続
過
程
に
保
障
さ
れ
る
と
と
を
妥
決
点
に
据
え
て
い
た
。
農
業
界
の
意
向
は
も
っ
と
ス
ト
レ
ー
ト

で
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
ず
、
専
ら
季
節
的
一
時
的
外
国
人
労
働
者
枠

(
F
M
)

に
移
動
農
業
労
働
者
が
含
ま



(7) 

れ
る
よ
う
画
策
し
て
い
た
。

サンタションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法(4 ) 

妥
協
の
余
地
を
持
た
な
い
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
市
民
団
体
が
、
最
後
ま
で
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
反
対
し
た
。
新
法
に
よ
っ
て
合
法
違
法

を
問
わ
ず
外
国
人
労
働
者
は
解
雇
さ
れ
、
理
由
の
な
い
採
用
拒
否
を
受
け
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
移
民
政
策
と
か

(
8
)
 

一
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
と
か
の
問
題
と
い
う
よ
り
人
権
と
政
治
の
問
題
だ
っ
た
。
そ
し
て
政
治
が
か
ら
む
問
題
が
そ
う
そ
う
前
単
に
決

着
す
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。

一
九
八
四
年
六
月
、
法
案
出

m・
5
5
は
一
二
六
対
一
一
一
一
と
い
う
僅
差
の
賛
成
多
数
で
下
院
本
会
議
を
通
過
し
た
。
だ
が
両
院
協
議
会

で
支
障
が
生
じ
た
。
連
邦
政
府
の
意
向
は
、
不
法
滞
在
す
る
外
国
人
へ
在
留
就
労
資
格
を
与
え
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
財
政
負
担
を
各
州
政
府

(
9
)
 

と
折
半
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
コ
ス
ト
負
担
で
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、
再
び
シ
ン
プ
ソ
ン
マ
ゾ
リ
法
案
は
廃
案
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
会
期
の
収
穫
は
、
差
別
に
対
す
る
救
済
策
と
労
働
力
の
供
給
ル

l
ト
を
確
保
す
れ
ば
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
立
法
化
す
る
法
案

成
立
が
夢
で
な
い
こ
と
が
関
係
者
に
共
有
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
下
院
小
委
員
会
議
長
マ
ゾ
リ
は
音
を
上
げ
た
が
、
上
院
小
委
員
会
議
長
シ

ン
プ
ソ
ン
は
次
の
会
期
に
再
び
法
案
を
提
出
し
た
。

(n) 

同

B
E伺
5
5ロ明
Nmessanoロ
g-〉
円
円
。
ご
富
小
(
一
九
八
六
年
修
正
移
民
管
理
法
)

の
成
立

一
九
八
五
年
七
月
、

ロ
デ
イ
ノ
と
マ
ゾ
リ
は
共
同
で
法
案

Z-m-出
き
を
下
院
に
上
程
し
た
O
E
-
5
2
m『邑

g
n
s
g
-
自
己

Fa色
町
邑
S

〉
ヨ

g円
宮
町
ロ
門
出
〉
円
向
。
同
-
混
同
ョ
と
通
称
さ
れ
た
こ
の
パ
ツ
ケ
イ
ジ
法
案
は
、
前
会
期
に
提
出
さ
れ
た
法
案
戸

m・
5
5み
-u
一
出
と
そ
の
一
連
の

(ω) 

修
正
案
に
比
較
し
て
、
ほ
ぽ
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
雇
用
、
主
王
〈
懲
罰
〉
制
度
に
関
し
て
ニ
コ

策
と
し
て
、
移
民
に
関
す
る
不
公
正
な
雇
用
例
を
規
{
定
疋
し
、
雇
用
現
場
に
生
じ
る
差
別
を
移
民
法
上
禁
止
し
た
点
が
前
会
期
の
法
案
と
異
な

(

日

)

(

ロ

)

る
。
雇
一
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
雇
用
差
別
を
招
く
と
い
う
因
果
関
係
を
、
図
ら
ず
も
起
草
者
自
ら
肯
定
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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説

(
開
。
要
望
玄
関
開
ω回
目
)
は
、

一
九
八
五
年
カ
月
の
公
聴
会
の
席
上
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
信
頼
性
と
効
能
を

司
法
長
官
ミ

l
ス

主
張
し
た
代
表
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
社
会
と
ア
メ
リ
カ
労
働
市
場
が
不
法
移
民
に
開
放
さ
れ
て
い
る
限
り
、
雇
用
主
は
不
法
移

'̂ 両間

民
を
利
用
し
て
搾
取
し
、
不
法
移
民
は
危
険
な
不
法
入
国
と
-
証
明
書
塑
の
違
法
な
製
造
に
関
与
し
、
逮
捕
や
退
去
強
制
の
仕
打
ち
を
受
け
つ

(
日
)

づ
け
る
。
だ
か
ら
雇
用
主
に
応
分
の
責
任
を
分
担
さ
せ
、
他
方
で
不
法
移
民
の
合
法
化

(}mm
匙
E
g
D
)
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の

だ
っ
た
。
司
法
長
官
ミ

l
ス
は
雇
用
政
策
お
よ
び
労
働
市
場
政
策
と
・
65-皆
吉
『
窓
口
円
円
F
O
D
-
-

の
関
係
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
数
少
な
い
参

考
人
で
あ
る
。
労
働
市
場
に
障
壁
を
設
け
る
た
め
に
移
民
の
参
入
を
国
境
で
阻
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
市
場
に
お
け
る
労
働
者
と
使
用

者
の
適
正
な
行
動
を
支
援
す
る
の
が
行
政
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
7
と
を
、
ミ

i
ス
は
明
ら
か
に
し
続
け
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
そ
れ
以
上
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
と
関
連
付
け
ら
れ
て
議
会
周
辺
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

〉
国

~
2
0
が
小
規
模
事
業
一
雇
用
主
の
下
マ
い
ま
だ
三
五

O
万
人
の
労
働
者
が
働
い
て
い
る
と
し
て
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
適
用
除
外
に
疑
問

(
H
H
)
 

を
投
げ
か
け
た
他
は
、
問
題
の
関
心
は
既
に
雇
用
差
別
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
た
。
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
に
反
対
す
る
参
考
人
の
声
明
は
ほ
ぼ

差
別
が
ら
み
の
も
の
だ
っ
た
。

差
別
の
問
題
は
さ
ら
に
上
下
両
院
合
同
公
聴
会
に
ま
で
発
展
し
た
。
法
案
提
案
者
の
下
院
小
委
員
会
議
長
マ
ゾ
リ
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制

(
日
)

度
が
そ
れ
自
体
雇
用
差
別
の
原
因
に
な
る
こ
と
は
な
い
旨
主
張
し
た
。
だ
が
問
題
点
は
多
々
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
法
案
国
・
戸
出
∞
。
の

申
出
品
項
の
規
定
は
、
既
に
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
編
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
制
度
の
立
案
趣
旨
お
よ
び
規
定
そ
の
も
の
の
必

要
性
を
疑
問
視
す
る
見
解
が
呈
示
さ
れ
た
。
こ
の
動
き
と
は
別
に
、
前
会
期
下
院
本
会
議
に
提
出
さ
れ
た
通
称
フ
ラ
ン
ク
修
正
案
が
、
差
別

(
日
山
)

さ
れ
た
応
募
者
・
労
働
者
の
保
護
に
厚
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
支
持
す
る
議
会
内
の
動
き
も
あ
っ
た
。

結
局
下
院
小
委
員
会
は
戸
見
出
き
を
通
過
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
修
正
を
加
え
た
。

一
九
八
五
年
一

一
月
新
法
案

(n-gロ
玄

=)Z-m-

出
目
。
は
下
院
司
法
委
員
会
へ
送
致
さ
れ
た
。

北j去54(5・6)1550



他
方

t
院
は
シ
ン
プ
ソ
ン
が
上
程
し
た
法
案

ω
一Mg
の
公
聴
会
を
一
九
八
五
年
六
月
に
済
ま
せ
、
九
月
に
は
本
会
議
で
の
採
決
段
階
に

ま
で
至
っ
て
い
た
。

(
げ
)

こ
の
時
点
で
両
法
案

ω
・
-Mg旨
-m-凶∞
-o
の
立
法
化
を
妨
げ
る
も
の
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
で
は
な
か
っ
た
。
下
院
議
員
ら
の
精
力

は
、
農
業
労
働
者
の
供
給
策
に
関
す
る
修
正
案
の
攻
防
に
ほ
ぼ
費
や
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
修
正
案
は
さ
ら
に
修
正
さ
れ
、
雇
用
差
別
の

サンクションを通じて見た外IJ!人，}jj(IIJルール、そして労{動V;(1) 

発
生
回
避
に
配
慮
を
し
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
両
法
案

ω
一Mg記
-m・凶∞
-c
に
よ
っ
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
一
九
八
六
年
三
月
に
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
移
民
法
改
革
に
財
政
支
援
を
決
定
し
た
旨
の
発
表
が
あ
る
ま
で
下
院
内
の
動
向
は
皆

無
だ
っ
た
。
七
月
に
は
審
議
未
了
で
∞

-Mg記
-m-M∞
弓
両
法
案
は
廃
案
す
前
と
な
っ
た
が
、

則
が
改
正
さ
れ
、

一
部
の
議
員
た
ち
の
尽
力
に
よ
っ
て
院
内
規

一
O
月
に
は
修
正
作
業
の
末
下
院
本
会
議
を
通
過
し
た
。
す
で
に
同
法
案
の
タ
イ
ト
ル
は

E
Z
E
m
E
P
S
F
F
5
2仏

【リ。ロ円
3
7
p
n
Zご
⑤
ま
ョ
に
な
っ
て
い
た
。

法
案

ω
一Mg旨・岡山
-M∞
弓
は
両
院
協
議
会
を
通
じ
て
一
本
化
さ
れ
、

一
九
八
六
年
一
一
月
六
日
大
統
領
の
署
名
に
よ
り
立
法
に
至
っ
た
。

法
案

ω--Mg記
-m-U∞
5
と
同
河
内
〉

(
Z
E明
E
-
s
-
g
P
E
B
a
n
g
s
-
k
r
n円
。
ご
⑤
ま
二
九
八
六
年
修
正
移
民
管
理
法
)

の
条
文
規
定
上

の
微
妙
な
差
異
に
は
踏
み
込
ま
ず
に
、
ひ
と
ま
ず
当
節
を
締
め
括
ろ
う
。
お
よ
そ
一
五
年
に
及
ん
だ
議
論
の
末
、
雇
用
、
玉
〈
懲
罰
〉
制
度
は

(
凶
)

連
邦
移
民
法
の
体
系
下
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

行
政
制
裁
制
度
の
成
立
に
至
る
過
程
分
析

ハ
円
行
政
制
裁
型
サ
ン
夕
、
ン
ヨ
ン
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
理
解

移
民
労
働
力
を
規
制
す
る
一
手
法
と
し
て
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
法
制
化
す
る
に
は
、
結
局
自
の
〉
と
い
う
総
合
的
パ
ツ
ケ
イ
ジ
法
案

北i土;54(5・7)1551



説

が
必
要
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ぷ
自
立
ミ

2
8
R
E弓
、
と
り
わ
け
そ
の
制
度
の
基
本
構
造
で
あ
る
行
政
制
裁

(
n
z
-
E
m
E
iご
Mog-q)
の
形
成

北法54(5・8)1552 

首命

過
程
に
注
意
し
な
が
ら
連
邦
議
会
の
審
議
経
過
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
判
明
す
る
。

違
法
雇
用
を
抑
止
し
不
法
入
国
を
匝
止
し
よ
う
と
い
う
一
九
七
O
午
代
当
初
の
基
本
的
な
政
策
意
思
と
立
法
化
へ
の
推
進
力
は
、

0
年
代
始
め
に
は
す
で
に
お
よ
そ
三
つ
の
利
益
集
団
と
の
調
整
作
用
へ
と
変
化
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
利
益
集
団
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に

す
で
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
不
法
移
民
の
合
法
化
を
求
め
る
集
団
と
、
季
節
的
農
業
労
働
に
従
事
す
る
外
国
人
労
働
者
の
供
給
策
を
求
め
る

集
団
、
そ
れ
に
新
制
度
に
よ
っ
て
雇
用
差
別
が
生
じ
な
い
よ
う
対
策
を
求
め
る
集
団
で
あ
る
。

九
J¥ 

い
ず
れ
の
集
団
も
が
求
め
た
利
益
に
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
及
ぼ
す
何
ら
か
の
悪
影
響
が
ま
ず
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
解
消

せ
ん
と
各
集
団
が
利
益
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
た
。

だ
が
各
集
団
の
利
益
の
向
か
う
先
は
・
6
5
1。
苫
『
回
目
白
色
。
ロ
ョ
本
体
の
構
造
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
別
の
制
度
構
築

に
あ
っ
た
。
反
対
派
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
が
引
き
起
こ
す
効
果
に
懸
念
を
表
明
し

続
け
、
何
ら
か
の
代
替
策
を
求
め
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
八
0
年
代
に
か
け
て
使
用
者
規
制
の
根
幹
の
議
論
自
体
は
さ
ほ
ど

盛
り
上
が
ら
ず
、
そ
の
議
論
は
、
利
益
集
団
は
当
然
、
そ
の
他
の
人
々
の
関
心
で
さ
え
も
そ
れ
ほ
ど
引
き
付
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
本
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
焦
点
が
拡
散
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
行
政
制
裁
と
い
う
シ
ス
テ
ム
へ
の
関
心
も
械
め

て
薄
か
っ
た
。
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
行
政
制
裁
は
も
は
や
一
九
八
0
年
代
の
イ
シ
ュ
ー
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
事
情
で
一
九
八
0
年
代
の
制
定
史
に
、
雇
用
主
〈
懲
罰
)
一
制
度
本
体
お
よ
び
行
政
制
裁
に
関
す
る
マ
テ
リ
ア
ル
は
極
め
て
制
約

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
充
分
留
意
し
つ
つ
な
お
参
照
し
な
が
ら
本
章
第
二
節
で
論
述
し
た
行
政
制
裁
の
意
義
と
、
同
制
度
に
対
す
る
連
邦
議

会
の
理
解
浸
透
の
度
合
い
を
、
制
定
史
に
照
ら
し
て
以
下
試
諭
し
て
み
た
い
。



行
政
制
裁
は
さ
し
て
反
対
も
な
く
労
働
市
場
の
規
制
管
理
手
法
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
受
容
さ
れ
た
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
や
ベ

ナ
ル
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
自
体
に
抵
抗
を
見
せ
た
人
物
や
団
体
は
確
か
に
存
在
し
た
し
、
そ
の
範
囲
で
制
度
導
入
の
当
否
に
関
し
て
議
論
は
高
ま

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

り
を
見
せ
た
。
だ
が
行
政
制
裁
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
真
っ
向
か
ら
反
対
さ
れ
る
局
面
は
制
定
史
に
お
い
て
存
在
し
な
か
っ
た
。

で
は
行
政
制
裁
が
立
法
過
程
で
好
意
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
理
由
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

行
政
制
裁
が
連
邦
法
案
と
し
て
導
入
さ
れ
た
直
接
の
契
機
は
、
合
衆
国
連
邦
行
政
協
議
会
志
向
C
ω
)

が
提
示
し
た
勧
告
内
容
で
あ
っ
た
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
最
初
に
提
案
し
た
法
案
戸
刃
・
出
回
は
当
時
ε
包
呈
亘
書
邑

5
Z
-
3
と
称
さ
れ
て
い
た
。
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
手
法

が
邑
E
2
2
3
2
5
だ
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
勧
告
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
司
法
行
政
ス
タ
ッ
フ
の
法
案
作
成
面
で
の
関
与
を
う
か
が
わ

せ
る
内
容
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
法
案

Z-m-出
回
以
降
、
行
政
制
裁
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
の
中
軸
と
し
て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉

制
度
案
に
必
ず
採
用
さ
れ
、
立
法
過
程
で
た
だ
の
一
度
も
新
手
法
と
し
て
の
座
を
追
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
〉
門
戸
』
∞
の
勧
告
内
容
は
、

連
邦
行
政
当
局
や
連
邦
議
会
、
と
り
わ
け
小
委
員
会
政
府
を
充
分
に
同
調
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

こ
こ
で
再
言
す
る
と
、
〉

ncω
は
連
邦
各
行
政
庁
に
従
来
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
手
法
を
再
点
検
し
、
行
政
制
裁
が
新
し
く
代
替
可
能
か
ど
う

(
ゆ
)

か
を
評
価
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
ま
た
裁
判
所
の
執
行
力
に
頼
ら
ず
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
権
限
を
備
え
ら
れ
る
よ
う
、
関

(
却
)

係
法
制
の
整
備
を
連
邦
議
会
に
打
診
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。

だ
が
司
法
省
お
よ
び
移
民
帰
化
局
、
そ
れ
に
労
働
省
と
い
っ
た
各
行
政
当
局
が
自
局
の
権
能
に
関
わ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
自
己
点

検
を
実
施
し
、
そ
の
う
え
で
新
た
に
行
政
制
裁
の
採
用
を
決
め
た
と
い
う
経
緯
は
制
定
史
上
に
お
い
て
発
見
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
連
邦
移

北法54(5・9)1553

民
法
上
、
違
法
な
存
在
た
る
〈
移
民
〉
の
雇
用
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
対
象
に
さ
え
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
関
係
行
政
当
局
は
雇
用
主
に

対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
代
替
性
な
ど
判
断
の
下
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
雇
用
主
と
不
法
移
民
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
る
サ
ン
ク

シ
ヨ
ン
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
解
消
が
急
務
で
、
点
検
や
評
価
の
暇
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
他
の
法
体
系
下
で
の
行
政
制



説

裁
の
運
用
経
験
に
も
乏
し
か
っ
た
。

(
幻
)

つ
ま
り
行
政
制
裁
の
有
効
性
は
関
係
当
局
に
お
い
て
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
案
国
・
見
出
回
の
審
議
に
始
ま
っ
て
局
内
〉

コ'l>.a岡

が
成
立
す
る
ま
で
の
お
よ
そ
一
五
年
間
、
関
係
行
政
当
局
は
た
だ
の

度
も
〉
【
UCω

関
連
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
て
い
な
い
。

事
情
は
立
法
府
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
小
委
員
会
政
府
は
、
〉

ncω
勧
告
内
容
に
沿
っ
た
行
政
制
裁
に
関
す
る
調
査
を
進
め
た
り

は
し
な
か
っ
た
。
小
委
員
会
政
府
の
構
成
メ
ン
バ
ー
議
員
た
ち
は
ど
れ
だ
け
行
政
制
裁
を
理
解
し
て
い
た
か
甚
だ
疑
問
で
あ
っ
た
。
法
案

戸
見
出
誌
の
行
政
制
裁
案
は
、
行
政
庁
が
失
っ
た
損
害
を
清
算

(
Z
S
E
E同
色
)
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
清
算
が
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
、
委
員
た
ち
は
最
後
ま
で
疑
問
を
公
に
は
し
な
か
っ
た
。
法
違
反
者
に
対
し
て
行
政
制
裁
を
効
率
よ
く
エ
ン
フ
ォ

l
ス
す
る
た
め

に
、
行
政
省
庁
の
持
つ
権
限
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
の
議
論
も
形
成
さ
れ
た
痕
跡
は
な
か
っ
た
。
行
政
制
裁
は
自
明
の

有
効
性
を
お
お
む
ね
前
提
に
し
て
立
法
過
程
で
審
議
さ
れ
、
法
機
能
的
な
検
証
お
よ
び
追
求
の
議
論
を
免
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

行
政
当
局
は
〉
【
UCω

の
勧
告
内
容
を
い
わ
ば
鵜
呑
み
に
し
て
法
案
一
形
成
に
関
与
し
、
さ
ら
に
連
邦
議
会
は
行
政
制
裁
の
有
効
性
を
し
っ

か
り
と
検
証
し
な
い
ま
ま
法
制
化
を
推
し
進
め
る
過
程
で
、
行
政
制
裁
は
あ
る
種
の
聖
域
に
押
し
込
め
ら
れ
た
。
〉
門
戸
】
∞
の
勧
告
に
よ
っ
て

行
政
制
裁
に
つ
い
て
の
機
能
検
証
は
不
問
扱
い
に
さ
れ
、
議
論
か
ら
人
々
を
遠
ざ
け
た
。
そ
し
て
勧
告
が
裏
書
し
た
行
政
制
裁
の
万
能
性
だ

け
が
一
人
歩
き
し
た
。
こ
れ
が
連
邦
議
会
に
お
け
る
好
意
的
な
受
容
の
背
後
事
象
で
あ
る
。

連
邦
議
会
が
〉
門
戸
]
切
の
勧
告
内
容
を
深
く
検
証
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
他
方
で
新
制
度
た
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

設
計
に
関
す
る
紛
糾
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
違
法
雇
用
に
筒
与
し
た
雇
用
主
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
刑
事
制

裁
が
必
要
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
刑
事
制
裁
は
行
政
制
裁
で
代
替
可
能
か
ど
う
か
の
検
証
を
省
い
た
結
果
、
各
法
案
の
刑
事
制
裁
に
対
す

る
態
度
は
一
貫
性
に
欠
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
立
法
過
程
で
は
刑
事
制
裁
に
関
す
る
最
終
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
ま
で
に
は
相
当
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な
時
聞
が
費
や
さ
れ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

特
に
労
働
省
と
司
法
省
移
民
帰
化
局
と
の
問
で
、
刑
事
制
裁
に
対
す
る
考
え
方
の
追
い
は
顕
著
だ
っ
た
。
労
働
省
は
法
案
に
刑
事
制
裁
が

な
け
れ
ば
憂
慮
を
表
明
す
る
が
、
し
か
し
刑
事
規
制
策
を
法
案
に
入
れ
る
こ
と
が
省
内
の
最
重
要
課
題
と
い
う
訳
で
も
な
か
っ
た
。
行
政
制

裁
の
統
制
手
法
の
限
界
を
先
ん
じ
て
見
通
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
当
局
と
し
て
積
極
的
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
他
方
移
民
帰
化
局
は
刑
事
制
裁
に
関
し
て
各
法
案
に
積
極
的
に
介
入
し
な
か
っ
た
。
た
い
て
い
の
法
案
に
刑
事
制
裁
が
組
み
入
れ

ら
れ
る
の
を
静
観
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
移
民
帰
化
局
は
そ
れ
ま
で
の
移
民
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
通
じ
て
刑
事
規
制
が
何
た
る
か

を
知
っ
て
い
た
の
か
、
も
っ
ぱ
ら
の
懸
念
と
関
心
を
立
法
化
以
降
刑
事
捜
査
と
は
異
な
る
民
事
的
(
丘
三
-
)

よ
う
に
自
局
で
と
り
扱
う
か
と
い
う
点
に
置
い
て
い
た
。

エ
ン
フ
オ
|
ス
メ
ン
ト
を
ど
の

こ
う
し
た
行
政
当
局
ら
の
あ
る
種
不
明
瞭
な
刑
事
制
裁
へ
の
態
度
は
、
立
法
過
程
に
微
妙
に
投
影
さ
れ
た
。
各
法
案
の
制
度
設
計
は
、
刑

事
的
規
制
の
意
義
を
充
分
に
理
解
し
つ
つ
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
の
位
置
付
け
に
成
功
し
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
刑
事
制
裁
規
定
が
全
く

な
い
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
立
案
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
逆
に
最
高
五
年
以
下
の
禁
固
刑
/
忠

b
g未
満
の
科
料
を
課
す
制
度
が

提
案
さ
れ
も
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
と
り
わ
け
七
0
年
代
後
半
の
上
院
「
委
員
会
政
府
」
は
刑
事
規
制
に
対
す
る
態
度
に
明
快
さ
欠
け
て

い
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
下
院
に
比
べ
て
上
院
の
対
応
が
立
ち
遅
れ
た
の
が
原
因
の
一
つ
だ
っ
た
。
そ
し
て
各
法
案
の
審
議
の
度
に
刑
事
規

制
立
案
の
適
否
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
議
会
も
ま
た
行
政
制
裁
に
よ
る
違
法
一
雇
用
抑
止
力
へ
の
疑
問
を
封
じ
込
め
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
「
パ
タ
ー
ン
化
も
し
く
は
慣
例
化
(
白
吉
宮
ヨ

2
空
白
円
巴
町
内
ご
し
た
外
国
人
の
違
法
雇
用
に
刑
事
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を

(n) 

与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
当
初
は
行
政
制
裁
に
よ
っ
て
規
制
す
べ
き
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
何
度
も
違
反
雇
用
を
繰

返
す
よ
う
な
雇
用
主
が
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
初
回
の
違
法
雇
用
に
対
し
て
雇
用
主
に
有
効
に
行
政
制
裁
が
機
能
し
な
い
こ
と
を
公
言
す

る
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
行
政
制
裁
と
刑
事
制
裁
の
役
割
分
担
に
踏
み
込
ん
だ
検
討
と
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
ゆ
え
、
最
終
的
な
刑
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説

事
規
制
の
対
象
と
な
る
違
反
行
為
の
態
様
と
、
刑
事
規
制
手
法
の
あ
り
方
に
誰
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
議
論
は
、
刑
事
制
裁
と
行
政
制
裁
の
両
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
明
確
な
位
置
付
け
と
機
能
分
担
を
欠
い
た
ま
ま
進

行
し
た
。
当
然
行
政
制
裁
は
そ
の
機
能
役
割
を
省
み
ら
れ
る
機
会
を
失
っ
た
ま
ま
、
制
度
理
解
と
好
意
を
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
、

論

そ
れ
ら
の
議
論
の
な
か
に
埋
没
し
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
〉
内
C
山
の
勧
告
に
従
順
で
は
あ
っ
た
が
盲
目
と
も
い
え
る
関
係
機
関
の
対
応

が
生
ん
だ
結
果
、
だ
っ
た
。

他
に
行
政
制
裁
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
に
対
す
る
批
判
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
契
機
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

者
供
給
請
負
人
登
録
法
の
成
立
局
面
、
あ
る
い
は
り
町
内
g
g
4・
巴

2
最
高
裁
判
決
、
あ
る
い
は
ま
た

ω内
田
市
の
最
終
報
告
書
こ
そ
は
、
行

一
九
七
四
年
農
業
労
働

政
制
裁
の
格
好
の
分
析
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
成
立
を
加
速
こ
そ
す
れ
、

ロ
ジ
カ
ル
な
行
政
制
裁
の
検
証
の
き
っ
か
け
に
は
な

ら
・
な
か
っ
た
。

一
九
七
四
年
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
は
〉
ndω
勧
告
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
労
働
者
供
給
請
負
人

に
金
銭
負
担
増
の
可
能
性
を
提
示
し
て
、
〈
移
民
〉
が
多
数
含
ま
れ
る
季
節
農
業
労
働
者
の
虐
待
を
防
止
し
、
連
邦
内
最
低
基
準
を
下
回
ら

な
い
労
働
条
件
を
順
守
さ
せ
る
の
が
行
政
制
裁
の
役
割
だ
っ
た
。
行
政
制
裁
は
労
働
者
供
給
請
負
人
の
あ
ら
ゆ
る
履
行
義
務
違
反
に
適
用
さ

れ
る
。
だ
が
そ
の
位
置
付
け
は
法
令
違
反
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
い
う
よ
り
、
請
負
人
/
請
負
業
者
の
法
令
順
守
を
支
援
も
し
く
は
強

(gnZEE-
方
向

E
-
Q
)
で
あ
っ
て
、
最
終
的
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
は
刑
事
制
裁
が
別
に
担
っ
て
い
た
の

請
す
る
た
め
の
法
技
術
的
ペ
ナ
ル
テ
ィ

z
-
っ:。

ル
j

'

J

一
ふ
J
'

大
方
の
見
方
は
、
そ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
い
た
行
政
制
裁
の
本
来
の
機
能
を
十
全
に
反
映
し
た
内
容
を
持
っ
た
、

い
わ
ば
一
種
の
理
想
的
な
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サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
モ
デ
ル
と
し
て
一
九
七
四
年
法
を
捉
え
た
。
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
行
政
制
裁
が
す
べ
て
の
規
定
履
れ
を
促
し
、

労
働
市
場
に
お
け
る
適
切
な
取
引
行
為
へ
と
ア
ク
タ
ー
の
誘
導
を
図
る
の
で
あ
る
。

時
流
に
適
っ
た
一
九
七
四
年
法
の
成
立
前
史
に
批
判
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
り
得
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
同
法
の
施
行
後
、
合
衆
国
連
邦
労

働
長
官
は
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
状
況
の
調
査
報
告
を
義
務
付
け
ら
れ
た
。
だ
が
そ
の
後
労
働
省
年
次
統
計
資
料
に
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

状
況
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
執
行
過
程
の
行
政
制
裁
の
機
能
役
割
に
関
し
て
踏
み
込
ん
だ
検
討
は
後
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
あ
わ
せ
て
行

政
制
裁
に
付
随
す
る
和
解

(
8
5℃
3
5
8
)
と
い
う
当
事
者
限
定
的
な
解
決
手
法
は
、
非
明
示
的
、
非
拘
束
的
特
性
を
持
っ
て
い
る
。

性
の
な
い
和
解
は
検
討
対
象
に
な
り
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
七
四
年
法
モ
デ
ル
の
成
立
は
、
あ
く
ま
で
季
節
農
業
労
働
と
労
働
者
供
給
請
負
業
と
い
う
限
定
さ
れ
た
労
働
市
場
領
域
で
の
い
わ
ば

成
功
例
で
あ
り
先
行
例
で
あ
っ
た
。
行
政
当
局
と
連
邦
議
会
は
理
想
モ
デ
ル
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
関
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
。

利
益
集
団
が
複
雑
に
絡
み
包
括
的
修
正
を
必
要
と
し
た
移
民
法
案
、
そ
し
て
そ
の
体
系
下
の
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
、
一
九
七
四
年
法
モ

デ
ル
の
そ
れ
と
は
微
妙
な
位
相
の
ず
れ
も
あ
る
。
結
局
一
九
七
四
年
法
は
連
邦
法
と
し
て
充
実
し
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
規
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
想
像
の
高
さ
と
領
域
の
限
定
性
ゆ
え
に
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
有
効
性
検
証
は
閉
ま
れ
、
行
政
制
裁
の
検
討
契

機
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
り
町
内
自
世
田
〈

-
E
E
最
高
裁
判
決
は
行
政
制
裁
を
再
考
す
る
契
機
と
な
り
得
た
だ
ろ
う
か
。
同
最
高
裁
判
決
は
行
政
制
裁
に
関
し

て
何
ら
判
断
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
〈
移
民
〉
に
関
す
る
州
法
規
制
の
正
統
性
は
連
邦
法
の
専
占
に
支
障
し
な
い
範
囲
で
支
持
さ
れ
た
も

の
の
、
州
法
の
ま
問
自
立
。
苫
『
回
目
2
5ロ
ェ
と
い
う
具
体
的
規
定
は
そ
れ
以
降
裁
判
所
で
も
行
政
庁
で
も
判
断
さ
れ
運
用
さ
れ
る
機
会
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
。
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
が
停
止
し
た
以
上
検
証
の
機
会
が
訪
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
最
高
裁
判
決
は
、
連
邦
法
の
規
定
に

よ
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
専
占
を
事
実
上
宣
言
し
、
そ
の
立
法
を
促
進
す
る
役
目
を
果
た
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

骨文
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同
品

2

1

 

一
九
七
八
年
末
以
降
、
移
民
難
民
政
策
特
別
委
員
会

3
2
m
E
が
行
っ
た
調
査
活
動
中
に
存

在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ω内
田
司
は
合
衆
国
へ
流
入
す
る
不
法
移
民
を
綿
密
に
分
析
し
、
流
入
削
減
策
の
構
築
へ
向
け
て
積
極
的
に

取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
切
の
局
喝
の
三
つ
の
切
り
口
は
的
確
に
行
政
制
裁
の
本
質
を
掴
ん
だ
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

ω
Q
m司
は
従
来
の
移
民

法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
実
態
、
同
じ
く
従
来
の
連
邦
労
働
法
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
実
態
、
そ
し
て
新
移
民
法
に
よ
る
雇
用
主
〈
懲

罰
〉
制
度
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
予
測
と
い
う
視
角
か
ら
法
シ
ス
テ
ム
を
調
査
し
、
分
析
し
た
。
こ
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
弱
点
は
、

行
政
制
裁
が
系
譜
上
移
民
法
に
関
係
す
る
と
し
て
も
、
移
民
法
の
実
態
と
は
事
実
上
無
関
係
だ
っ
た
点
を
忘
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
九
七

(
お
)

0
年
代
か
ら
運
用
さ
れ
始
め
た
連
邦
労
働
法
が
規
定
す
る
行
政
制
裁
の
実
態
分
析
も
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
失
敗
と
い
う
点
で
大
差
な
か
っ
た
。

な
に
ぶ
ん
当
局
の
自
己
点
検
報
告
書
に
近
い
レ
ポ
ー
ト
ゆ
え
に
、
向
局
に
不
利
な
批
判
的
再
検
討
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
予
測
お
よ
び
梼
言
を
内
容
と
す
る
ノ
!
ト
ル
ダ
ム
大
学
法
学
部
の
委
託
報
告
書
が
、
唯

(M) 

一
行
政
制
裁
へ
の
検
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
た
。
行
政
制
裁
の
執
行
上
の
特
質
と
し
て
公
判
で
証
拠
再
審
理
を
し
な
い
点
と
陪
審
制

行
政
制
裁
の
批
判
的
再
構
築
の
契
機
は
、

キAa岡

裁
判
を
保
障
し
な
い
点
を
報
告
書
は
的
確
に
指
摘
し
て
い
た
。
と
は
い
え
同
報
告
書
は
そ
れ
を
解
決
す
べ
き
問
題
点
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ

た
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
れ
ら
は
迅
速
性
に
優
れ
た
利
点
で
あ
っ
て
、
両
利
点
を
生
か
す
べ
く
行
政
庁
の
主
導
に
よ
る
聴
聞
及
び
抗
告
制

度
を
充
実
さ
せ
、
法
違
反
者
に
関
す
る
手
続
的
保
障
を
聴
聞
制
度
が
代
替
す
る
よ
う
な
立
案
を
連
邦
議
会
に
促
し
た
の
で
あ
る
。

ム
止
法
過
程
に
お
い
て
〉
の
dω

勧
告
が
果
た
し
た
役
割
、
す
な
わ
ち
行
政
制
裁
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
好
意
的
な
理
解
の
背
後
に
は
、

九
七
0
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
一
雇
用
社
会
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。
残
念
な
が
ら
明
証
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
も

ち
ろ
ん
こ
の
中
身
は
第
二
節
で
論
じ
た
事
情
そ
の
も
の
で
あ
る
。
雇
用
社
会
を
支
配
す
る
法
規
範
、
外
国
人
労
働
者
へ
の
〈
認
識
〉
、
行
政

制
裁
の
非
刑
事
性
と
柔
軟
性
、
行
政
制
裁
の
扱
う
現
代
的
価
値
、
〈
移
民
〉
労
働
市
場
か
ら
の
〈
国
家
の
退
場
〉
と
い
う
言
説
、
こ
れ
ら
が
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作
っ
た
社
会
的
モ

l
ド
と
い
っ
た
も
の
が
行
政
制
裁
に
関
し
て
安
定
し
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
〉
内
包
∞

勧
告
は
そ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
う
ま
く
掬
い
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
行
政
制
裁
と
い
う
限
定
さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
だ
か
ら
こ
そ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
立
法
の
駆
動
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
行
政

制
裁
の
上
部
構
造
を
な
す
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
、
お
よ
び
数
々
の
移
民
法
修
正
案
に
は
限
定
さ
れ
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
か
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、泌111ルール、そして労働il、(4) 

河
内
〉
の
成
立
に
年
月
を
費
や
し
た
の
は
そ
の
せ
い
な
の
で
あ
る
。

(コ
行
政
制
裁
が
及
ぼ
す
雇
用
ル

i
ル
と
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
ス

行
政
制
裁
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
局
内
〉
の
法
体
系
内
に
う
ま
く
投
影
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
副
産
物
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

行
政
制
裁
は
、
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
違
法
雇
用
に
関
わ
る
一
雇
用
主
に
与
え
ら
れ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
ば
か
り
で
は
な
い
。
労
働
者
の
就

労
資
格
の
確
認
を
怠
っ
た
一
雇
用
主
や
、
労
働
者
に
損
害
填
補
保
証
金

(
F
E
m
g
E
q
g
E出
)
を
求
め
た
雇
用
主
、
出
生
地
に
基
づ
く
雇
用
差

別
に
関
わ
っ
た
雇
用
主
に
も
与
え
ら
れ
る
。
〈
移
民
こ
雇
用
に
ま
つ
わ
る
行
政
制
裁
に
与
え
ら
れ
た
総
意
と
し
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
合

衆
国
内
で
労
働
者
を
採
用
す
る
際
は
、
応
募
者
す
べ
て
の
照
会
す
な
わ
ち
応
募
者
の
就
労
資
格
確
認
を
雇
用
主
に
義
務
付
け
る
こ
と
に
発
展

し
た
。
〈
移
民
〉
雇
用
と
は
別
次
元
と
い
え
る
雇
用
差
別
の
統
制
手
法
に
ま
で
行
政
制
裁
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
点
で
、
こ
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
の
中
身
は
ず
い
ぶ
ん
と
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

就
労
資
格
の
確
認
義
務
違
反
は
道
徳
的
非
難
と
相
応
の
刑
事
罰
を
与
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
は
な
く
、
雇
用
社
会
の
ル

i
ル
違
反
行

為
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
先
述
し
た
。
採
用
差
別
も
ま
た
始
原
の
悪
と
い
う
よ
り
は
、
現
代
社
会
に
特
有
の
公
平
観
を
損
う
行
為
で
あ
っ

て
、
刑
事
罰
を
与
え
る
べ
き
行
為
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
行
政
制
裁
を
用
い
た
統
制
手
法
は
、
立
法
過
程
に
お
け
る
批
判
的
ア

プ
ロ
ー
チ
が
欠
落
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
通
り
だ
が
、
同
時
に
そ
の
欠
落
ゆ
え
に
も
と
も
と
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
う
ま
く
乗
っ
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説

か
つ
て
行
政
制
裁
は
各
行
為
規
制
の
信
頼
す
べ
き
手
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
雇
用
主
の
行
為
に
対
し
て
行
政
制
裁
が
算
定
さ
れ

c:b. 
nmJ 

る
べ
き
こ
と
に
異
論
は
生
じ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
行
政
制
裁
の
拡
張
と
い
う
現
象
は
、
規
制
管
理
手
法
と
し
て
の
汎
用
性
の
高
さ
を
意
義
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
た

な
分
析
視
角
の
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
行
政
制
裁
を
新
た
に
与
え
る
べ
き
違
反
行
為
に
着
目
し
て
み
る
と
、
雇
一
用

社
会
の
ル

l
ル
、
お
よ
び
そ
の
〈
雇
用
ル

l
ル
〉
を
語
る
た
め
の
新
し
い
視
角
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

同
河
内
〉
で
は
外
国
人
の
違
法
雇
用
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
労
働
者
の
就
労
資
格
無
確
認
や
労
働
者
へ
の
補
償
負
担
金
要
求
、
そ
れ
に
出

生
地
に
よ
る
採
用
差
別
や
雇
用
差
別
が
、
雇
用
社
会
の
新
た
な
ル

l
ル
違
反
行
為
と
な
っ
た
。
再
言
に
な
る
が
、
行
政
制
裁
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
る
行
為
は
、
そ
れ
ら
違
反
行
為
の
性
質
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
現
代
的
価
値
に
準
拠
し
て
い
る
証
し
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
裏
を
返

せ
ば
、
伝
統
的
か
つ
典
型
的
な
価
値
規
範
体
系
に
収
ま
り
き
ら
な
い
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
行
政
制
裁
は
、
行
為
規
範
の
新
た
な
ロ
ジ
ツ

ク
ス
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
と
知
り
な
が
ら
す
る
雇
用
は
、
従
来
の
法
体
系
に
お
い
て
何
ら
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
が
、

局
内
〉
の
成
立
以
降
は
違
法
行
為
と
な
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
違
法
行
為
を
行
政
制
裁
の
評
価
算
定
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
話
は
単

純
で
は
・
な
く
な
る
。

同
河
内
〉
は
一
雇
用
主
の
違
反
回
数
お
よ
び
違
反
雇
用
人
数
に
よ
っ
て
段
階
的
に
違
法
行
為
を
評
価
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
雇
用
主
の

三
回
目
ま
で
の
違
反
を
想
定
し
て
行
政
制
裁
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
副
数
や
人
数
が
増
え
る
に
つ
れ
、
非
難
可
能
性
も

し
く
は
〈
違
法
性
〉
が
増
し
、
制
裁
金
額
も
同
時
に
上
昇
す
る
。

こ
の
こ
と
は
胃
の
〉
が
違
反
規
模
の
多
寡
を
問
題
に
し
、
か
っ
一
躍
別
主
の
違
反
則
数
の
県
和
を
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
を
二

O
人
三
O
人
と
大
量
に
雇
用
す
る
よ
う
な
違
反
行
為
や
、
違
法
雇
用
に
対
す
る
行
政
制
裁
に
懲
り
ず
二
度
三

度
と
違
法
雇
用
を
重
ね
る
ケ

l
ス
は
、
非
難
可
能
性
も
〈
違
法
性
〉
も
高
く
、
速
や
か
に
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
が
進
行
す
る
こ
と
だ

ろ
う
。
だ
が
一
方
で
二
度
き
り
の
違
反
、
あ
る
い
は
一
人
き
り
の
違
反
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
非
難
可
能
性
も
し
く
は
〈
違
法
性
〉

が
存
在
し
な
い
訳
で
は
な
い
に
せ
よ
、
相
当
程
度
留
保
さ
れ
た
も
の
に
な
ろ
う
。
河
内
〉
は
一
度
き
り
一
人
き
り
で
違
法
雇
用
が
収
ま
ら
な

サVクショシを通じて見た外岡入、扇l司jレ「ル、そして労働法 (4) 

い
だ
ろ
う
こ
と
を
承
知
で
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
雇
用
主
が
一
度
の
違
法
活
動
で
手
を
引
か
な
い
こ
と
を
念
頭
に
、
一
二
度
ま
で
、
し
か
も

(
お
)

大
人
数
の
違
反
雇
用
を
想
定
し
た
規
定
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

局
内
〉
が
違
法
雇
用
回
数
や
違
反
雇
用
人
数
の
累
積
を
規
定
し
た
こ
と
は
、
逆
に
規
模
の
小
さ
な
違
反
行
為
の
〈
違
法
性
〉
を
揺
る
が
せ
、

そ
の
非
難
可
能
性
と
処
罰
の
必
要
度
を
低
く
す
る
作
用
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
違
法
行
為
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
雇
用
主

に
違
法
行
為
に
関
す
る
予
断
を
許
し
、
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
状
況
に
よ
っ
て
は
法
の
看
過
の
余
地
を
広
げ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

行
政
制
裁
は
〈
外
国
人
を
雇
用
す
る
こ
と
は
悪
く
な
い
/
違
法
で
は
な
い
〉
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
行
為
規
範
に
巧
妙
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

加
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
以
降
そ
れ
は
違
法
行
為
と
な
り
、
原
則
す
べ
て
の
違
法
行
為
の
程
度
に
応
じ
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
が
違
反
雇
用
主

一
つ
の
雇
用
ル

l
ル
が
掲
の
〉
の
明
文
規
定
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
そ
の
行
政
制
裁
の
規
定
自

に
課
せ
ら
れ
る
。

体
が
、
も
う
一
つ
の
〈
雇
用
ル

l
ル
〉
を
も
た
ら
す
。
〈
一
度
や
一
人
な
ら
ば
違
法
の
度
合
い
は
高
く
な
い
〉
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て

〈
一
度
や
一
人
な
ら
ば
外
国
人
の
違
法
一
雇
用
は
悪
く
な
い
/
絶
対
的
な
違
法
で
は
な
い
〉
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
誤
信
を
雇
用
主
ら
に
与
え
、

そ
れ
が
共
通
認
識
に
ま
で
発
展
す
れ
ば
新
し
く
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
〈
雇
用
ル

l
ル
〉
と
な
る
。

こ
う
し
た
作
用
に
は
、
行
政
制
裁
の
段
階
規
定
(
雪
Re若
宮

En)
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
規
定
は
、
法
の
処
罰
対
象

が
現
代
的
価
値
と
い
う
特
性
を
備
え
て
い
た
ゆ
え
に
必
要
と
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
段
階
規
定
お
よ
び
行
政
制
裁
の
規
定

iヒ法54(5・17)1561

は
、
従
来
違
法
で
は
な
か
っ
た
雇
用
類
型
を
灰
色
幅
の
余
地
が
大
き
い
〈
違
法
雇
用
〉
類
型
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
現
代
的
価



説

値
へ
の
柔
軟
性
を
期
待
さ
れ
た
行
政
制
裁
は
、
結
局
そ
の
非
1

典
型
性
と
も
い
え
る
行
為
の
特
質
を
克
服
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
新
し
く
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
雇
用
ル

l
ル
、
若
し
く
は
雇
用
ル

l
ル
上
の
新
ロ
ジ
ッ
ク
ス
と
い
う
思
わ
ぬ
副
産
物
を
も
た
ら
し
た

き'b.
a岡

の
で
あ
る
。

(三)

同
河
内
〉
の
体
系
と
〈
雇
一
用
ル

l
ル〉

こ
こ
で
行
政
制
裁
を
め
ぐ
る
論
考
か
ら
一
時
離
れ
て
、
同
河
内
〉
一
九
八
六
年
法
の
体
系
に
定
め
ら
れ
た
修
正
各
新
制
度
が
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ
、
雇
用
ル

l
ル
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
。
そ
し
て
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
制
定
史
と
い

う
論
述
か
ら
若
干
論
旨
が
ず
れ
て
し
ま
う
が
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
策
定
さ
れ
た
局
内
〉
の
制
度
的
総
体
と
、
そ
の
雇
用
政
策
/
労
働

市
場
政
策
へ
の
影
響
の
度
合
い
を
簡
単
に
記
述
し
て
み
よ
う
。

局
内
〉
は
そ
の
名
が
示
す
通
り
移
民
管
理
法
(
同

B
E
m
g
z
s
gロ
三
〉
♀
)

で
あ
る
。
し
か
し
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
い
う
観
点
か
ら

見
た
問
。
〉
は
む
し
ろ
移
民
雇
用
法
制
で
あ
り
明
ら
か
に
連
邦
雇
用
政
策
/
連
邦
労
働
市
場
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
法
制
度
の
一
部
で
あ

る
。
こ
の
移
民
雇
用
法
制
は
〈
移
民
〉
に
関
し
て
雇
用
ル

l
ル
の
帽
.
守
を
支
援
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
お
よ
び
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を

定
め
た
法
律
と
も
三
守
え
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
移
民
雇
用
法
制
自
体
も
ま
た
行
政
制
裁
の
そ
れ
と
は
別
の
次
元
で
雇
用
ル

l
ル
に
関
す
る
あ
る
種
の
ロ
ジ
ッ
ク
ス
を
支
配

し
て
い
る
。
国
内
〉
の
サ
ン
セ
ッ
ト
条
項
を
例
に
し
て
み
よ
う
。
雇
用
を
求
め
る
合
衆
国
籍
者
や
合
衆
国
市
民
権
者
に
対
し
て
雇
用
差
別
が

広
範
に
パ
タ
ー
ン
化
(
由
主
骨
名
門

g
s
宮
5
5
。E
R
a
s
-ロ包
5
2
)
す
る
事
態
が
連
邦
会
計
検
査
院
(
。
〉
。
一
。

g
n
E
〉
n
8
5
5
m
O
B
g
)

の
最
終
報
告
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
連
邦
議
会
が
事
態
を
受
け
て
立
法
的
対
応
に
着
手
し
た
場
合
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
以
降
効
力

(
お
)

を
失
い
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
局
内
〉
は
、
外
国
人
の
不
法
就
労
と
雇
用
主
の
違
法
雇
用
を
規
制
す
る
よ
り
も
、
雇
用
現
場
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に
お
け
る
差
別
問
題
の
発
生
防
止
に
重
き
を
置
く
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
広
範
な
差
別
パ
タ
ー
ン
の
認
定
に
は
程
度
お

よ
び
規
模
の
問
題
が
あ
っ
て
、
個
別
的
な
雇
用
差
別
を
め
ぐ
る
紛
争
や
事
件
と
、
違
法
雇
用
に
関
わ
る
雇
用
主
へ
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ

ム
と
は
事
実
上
無
関
係
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
同
河
内
〉
の
体
系
で
は
、
雇
用
現
場
の
差
別
問
題
が
相
対
的
上
位
価
値
を
獲
得
し
、
差
別

に
比
べ
れ
ば
違
法
雇
用
は
二
の
次
の
問
題
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

こ
の
論
理
価
値
の
序
列
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
違
法
雇
用
と
い
う
雇
用
主
の
行
為
は
ま
す
ま
す
非
難
可
能
性
が
低
く
犯
罪
色
の
薄
い
も
の

で
し
か
な
く
な
っ
た
。
同
時
に
問
。
〉
の
一
庭
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
中
身
、
あ
る
い
は
各
規
定
と
差
別
と
の
具
体
的
な

(
幻
)

関
わ
り
の
有
無
を
問
わ
ず
に
す
べ
て
の
効
力
を
失
う
可
能
性
、
言
う
な
ら
ば
不
確
定
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
局
内
〉
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
に
対
し
て
祖
父
条
項
(
。
『

g
a
E
Z包
括
閉
ざ
三

82)
を
設
け
た
。
同
河
内
〉
は
雇
用
主
の
違
法
な

採
用
と
一
雇
用
の
継
続
を
禁
止
し
た
が
、
立
法
以
前
に
採
用
し
、
継
続
雇
一
用
し
て
い
る
違
反
行
為
は
、
局
内
〉
の
禁
ず
る
雇
用
の
継
続
に
該
当

(
お
)

せ
ず
、
新
法
の
規
制
が
及
ば
な
い
。

ま
た
問
。
〉
は
施
行
に
あ
た
っ
て
立
法
日
か
ら
ま
も
な
い
一
九
八
六
年
二
一
月
一
日
か
ら
一
九
八
七
年
五
月
三
二
日
ま
で
の
都
合
六
ヶ
月

間
を
周
知
期
間
(
勺

5
r
gな
ヨ
邑

S
官

g
e
と
定
め
、
行
政
各
省
庁
が
新
法
に
関
す
る
情
報
を
使
用
者
ら
に
惜
し
み
な
く
提
供
し
、
新

(
却
)

法
の
義
務
内
容
に
関
す
る
周
知
教
育
を
施
す
よ
う
規
定
し
た
。
雇
一
用
主
の
違
反
行
為
に
対
す
る
一
切
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
は
周
知
期
間

(
ぬ
)

内
の
違
反
に
限
っ
て
発
動
し
な
い
。

周
知
期
聞
が
終
了
し
た
後
、

一
九
八
七
年
六
月
一
日
か
ら
一
九
八
八
年
五
月
二
二
日
ま
で
の
都
合
十
二
ヶ
月
聞
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制

(
出
)

の
み
が
発
行
さ
れ
る
。
こ
の
サ
イ
テ
イ
シ

北法54(5・19)1563

度
の
禁
止
規
定
に
抵
触
し
た
雇
用
主
に
対
し
て
、
司
法
長
官
名
の
サ
イ
テ
イ
シ
ヨ
ン

(
2門
担

C
0
2
)

ヨ
ン
は
雇
用
主
の
新
法
違
反
の
事
実
を
警
告
す
る
と
同
時
に
、
違
反
行
為
に
対
す
る
一
切
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
が
関
与
せ
ず
進
行
も
し

な
い
旨
を
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
。



説

こ
れ
ら
の
規
定
の
起
源
は
局
内
〉
の
政
治
的
修
正
案
で
あ
り
、
不
訟
移
民
の
自
由
雇
用
に
対
す
る
政
策
転
換
の
結
果
、
雇
用
主
ら
に
生
じ

た
新
た
な
法
的
負
担
の
藤
和
策
で
あ
る
こ
と
は
繰
返
す
ま
で
も
な
い
。
処
罰
対
象
と
な
る
行
為
の
特
性
も
遠
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

北法54(5・20)1564

論

あ
る
日
か
ら
突
知
と
し
て
特
定
の
あ
る
雇
用
類
型
が
違
法
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雇
一
用
社
会
の
戸
惑
い
や
抵
抗
は
大
き
か
ろ
う
。

だ
が
他
方
で
こ
う
し
た
猶
予
規
定
は
、
限
ら
れ
た
期
間
と
は
い
え
外
国
人
の
違
法
雇
用
に
対
す
る
規
制
の
緊
急
度
を
後
退
さ
せ
、
違
法
雇

用
を
当
座
黙
認
す
る
当
局
の
態
度
を
知
ら
し
め
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
が
雇
用
社
会
の
共
通
認
識
に
な
れ
ば
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
〈
雇

用
ル

1
ル
〉
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が
充
分
あ
る
の
で
あ
る
。

間
内
〉
の
サ
ン
セ
ッ
ト
条
項
も
祖
父
条
項
も
、
そ
し
て
エ
ン
フ
ォ
l
ス
メ
ン
ト
停
止
期
間
も
、
そ
し
て
ま
た
行
政
制
裁
も
、
結
果
的
に
雇

用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
規
制
手
法
の
限
界
を
自
ら
示
す
構
成
要
素
と
な
っ
た
一
方
で
、
雇
↑
用
ル

l
ル
の
創
設
も
し
く
は
そ
の
副
次
的
な
意
味

付
け
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
そ
れ
も
外
国
人
の
違
法
雇
用
と
い
う
価
値
規
範
の
特
殊
性
を
ま
す
ま
す
高
め
る
方
向
に
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
移
民
を
主
と
し
た
雇
用
に
関
す
る
法
制
度
は
、
解
釈
の
余
地
が
非
常
に
広
い
、
正
統
性
の
不
安
定
な
法
律
群
に
な
っ
た
と
言
え
る
の

で
あ
る

G

(四)

若
干
の
小
括

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
形
成
史
、
そ
し
て
男
の
〉
の
制
定
史
を
通
じ
て
次
の
事
実
が
確
認
で
き
る
。

一
九
八
六
年
問
。
〉
に
規
定
さ
れ
た
・
6
5立
。
百
円
窓
口

ngR.
と

L
て
の
行
政
制
裁
は
、
統
制
手
法
と
し
て
大
方
の
理
解
と
好
意
を
獲
得
し
、

立
法
過
程
全
体
を
通
じ
て
い
わ
ば
支
配
別
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
さ
ら
に
理
解
と
好
意
の
背
後
に
あ
っ
た
無
批
判
的
な
受
容
に
乗
じ
て
行
政
制

裁
に
よ
る
行
為
規
制
は
規
定
路
線
の
み
な
ら
ず
拡
大
路
線
と
な
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
様
々
な
意
味
で
雇
用
ル
ー
ル
の
ロ
ジ
ッ
ク
ス
構
成
に
道

を
聞
き
〈
移
民
〉
雇
用
の
ル

l
ル
を
結
果
的
に
混
乱
さ
せ
不
安
定
な
も
の
に
も
し
た
。



雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
成
立
し
た
結
果
、
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
雇
用
は
違
法
と
な
り
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
行
政
制
裁
が
与

え
ら
れ
る
。
違
法
な
就
労
/
雇
用
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
適
用
の
平
衡
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、

合
衆
国
の
あ
ら
ゆ
る
産
業
と
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
雇
用
を
統
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
一
九
七
0
年
代
か
ら
一
九
八
0
年
代

に
か
け
て
〈
移
民
〉
労
働
力
は
、
農
業
界
に
か
ぎ
ら
ず
全
米
都
市
部
な
ら
び
に
工
業
地
帯
を
中
心
と
し
た
各
種
産
業
に
関
わ
り
を
深
め
て
い

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

た。

一
九
八
六
年
法
以
前
、
例
え
ば
一
九
七
四
年
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
は
、
供
給
請
負
人
を
通
じ
て
農
業
界
の
一
雇
用
政
策
を
実

効
化
な
ら
し
め
る
た
め
の
一
法
制
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
定
個
別
的
な
法
制
度
が
、

一
般
化
し
、
全
米
の
あ
ら
ゆ
る
産
業
に
お
け
る
〈
移
民
〉
雇
用
に
関
し
て
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
よ
る
統
制
を
可
能
に
し
た
と
も
言
え
る
。

し
か
し
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
も
た
ら
し
た
〈
雇
用
ル

l
ル
〉
す
な
わ
ち
新
移
民
法
官
豆
〉
が
作
り
出
す
ロ
ジ
ッ
ク
ス
は
見
か
け
ほ

一
九
八
六
年
法
が
定
め
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
し
て

ど
単
純
な
内
容
で
は
な
い
。
立
法
過
程
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
お
よ
そ
一
五
年
に
わ
た
る
行
政
制
裁
の
受
容
の
事
実
と
、
行
政
制
裁
あ
る
い

は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
も
た
ら
す
背
理
を
余
す
こ
と
な
く
伝
え
て
い
た
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
移
民
政
策
法
制
の
形
成
過
程
で

あ
り
、
か
つ
雇
用
政
策
法
制
/
労
働
市
場
法
制
の
生
成
の
一
断
面
で
あ
っ
た
。

同
時
に
局
内
〉
の
立
法
経
過
に
お
け
る
受
容
と
背
理
は
、
次
の
論
点
を
提
起
す
る
。
連
邦
議
会
の
政
策
姿
勢
は
、
違
法
雇
用
に
厳
罰
主
義

を
も
っ
て
臨
む
よ
り
も
、
随
所
で
緩
和
的
な
法
制
度
を
慎
重
に
運
営
す
る
と
い
う
方
針
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

そ
れ
は
制
定
史
が
随
所
に
み
せ
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
の
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な
議
論
お
よ
び
修
正
過
程
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

で
は
実
際
の
雇
用
現
場
で
そ
れ
ら
受
容
と
背
理
は
ど
の
よ
う
に
具
現
化
し
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
〈
移
民
〉
雇
用
に
作
用
す
る
新
し
い
法

制
度
は
、
そ
の
運
用
過
程
で
立
法
経
過
の
問
題
点
を
ど
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び

行
政
制
裁
は
、

エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
で
受
容
と
背
理
を
い
か
に
対
処
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お

北j去54(5・21)1565 



説

よ
ぴ
行
政
制
裁
は
、
〈
移
民
〉
に
関
す
る
雇
用
実
体
に
ど
れ
ほ
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
検
証
対
象

を
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
制
定
過
程
か
ら
そ
の
実
際
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
過
程
へ
と
移
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
次
章
で
は
、
雇
用

ヲ'h.
厨岡

主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
焦
点
を
当
て
て
、
法
政
策
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
の
実
相
を
論
述

す
る
。

第
二
章

エ
ン
フ
ォ

l
ス
過
程
を
通
じ
て
見
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

ー
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
ー

第
一
節

移
民
帰
化
局
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト

移
民
帰
化
局
1

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
執
行
機
関

移
民
帰
化
局
お
よ
び
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
の
分
析
視
角

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
移
民
法
、
正
し
く
は
移
民
国
籍
法

(
Z
E開
口
径

g
g
a
Z邑。
E-q
〉
兵
芝
〉
)
の
各
規
定
に
つ
い
て
の
主
な
執
行

(ロ)

権
限
お
よ
び
責
任
は
、
司
法
長
官
(
円
宮
〉

g
g
a

。gmE)
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
権
限
と
責
任
の
一
部
は
、
移
民
帰
化
局

(
お
)

長
(
内

0
5
2
2
2
2
0司

P
O
E
M
S
-開
g
z。
ロ
宮
内
同

Z忠
男
陪

-FNSSωginn)
に
預
け
ら
れ
、
こ
の
権
限
と
責
任
の
下
で
司
法
省
移
民
帰
化
局

(
Z
E加
E
-
S
E
E
A白
ZE-N邑
S
F
2
5
0一

同

Zω2.JZPEno--)
が
移
民
法
の
主
要
執
行
機
関
と
し
て
活
動
す
る
。

(
鈍
)

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
新
移
民
法
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
度
運
用
は
や
は
り
移
民
帰
化
局
が
担
当
す
る
。
ま
た
、

jヒi去54(5・22)1566



る不
と 法
予就
相労
さと
れ違
る法
た雇
め用
、の

労現
働場
現の
場多
のく
捜に

主連
動邦
に公
は正
移労
民働
帰基
化準
局法
ば(

か E
り『

r' 
L 伊

なぎ
くふ

労 i
働亘
省〉
そ呈()
佐 " 時

金"I'I
及広
び 〉

道己
時触
問れ
局全

ヲf
;者働
白 〆x
m 宋

マ件
まが
三子ー目。:
平す

三
田
回
。
ロ
)

や
そ
の
下
級
機
関
の
ス
タ
ッ
フ
も
関
与
す
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
不
法
就
労
自
体
は
刑
事
犯
罪
で
は
な
い
が
、
〈
移
民
〉
と
犯

罪
の
相
関
性
は
決
し
て
低
く
は
な
い
と
さ
れ
る
ゆ
え
、
警
察
行
政
に
よ
る
情
報
提
供
が
移
民
帰
化
局
に
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
時

サンタションを通じて見た外国人、雇mルール、そして労働訟 (4) 

に
警
察
行
政
が
一
雇
用
の
場
に
介
入
す
る
場
合
も
あ
る
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
の
実
効
化
手
段
の
一
つ
と
し
て
考
え
た
場
合
、
移
民
帰
化
局
に
は
政
策
担
当
実
施

機
関
と
し
て
の
経
験
の
蓄
積
が
全
く
備
わ
っ
て
い
な
い
。
移
民
帰
化
局
は
本
来
、
そ
の
成
立
の
由
来
か
ら
し
て
入
港
地
あ
る
い
は
国
境
で
の

(
お
)

移
民
審
査
に
携
わ
る
連
邦
政
府
機
関
で
あ
る
。
施
設
内
で
の
入
国
者
の
書
類
の
審
査
手
続
き
や
海
陸
国
境
警
備
は
と
も
か
く
、
労
働
現
場
に

お
け
る
不
法
移
民
の
就
労
に
つ
い
て
、
移
民
帰
化
局
は
い
わ
ば
手
荒
な
手
法
に
頼
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
不
適
格
者
と
し
て
の
外
国
人

を
、
そ
の
労
働
現
場
か
ら
徹
底
的
に
排
除
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
同
じ
労
働
現
場
で
、
不
法
移
民
を
違
法
雇
用
す
る
一
雇
用
主
を
、

担
当
機
関
と
し
て
手
荒
な
真
似
で
は
な
い
手
法
を
用
い
て
統
制
を
試
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
移
民
帰
化
局
に
と
っ
て
か

つ
て
な
い
活
動
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
、
と
り
わ
け
行
政
制
裁
は
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
時
流
に
乗
っ
て
過
剰
と
も
き
守
え
る
信
頼
を
各
方
面
で

得
な
が
ら
立
法
に
至
っ
た
。
そ
れ
と
引
き
換
え
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
有
効
性
や
正
統
性
の
検
証
は
立
法
過
程
で
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
。
加
え

て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
不
法
移
民
の
自
由
一
雇
用
と
い
う
伝
統
的
規
範
と
は
対
立
す
る
、
新
た
な
〈
雇
用
ル

l
ル
〉
の
一
部
分
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
正
統
性
は
、
立
法
時
点
で
安
定
確
実
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。

一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
担
当
執
行
機
関
の
未
熟
練
さ
と
い
う
懸
念
、
そ
し
て
〈
移
民
〉
雇
用
に
関
す
る
新
ル

l
ル
と
い
う
不
安
定
な

コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
関
連
付
け
ら
れ
な
が
ら
、
完
成
さ
れ
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
と
し
て
の
理
想
像
と
期
待
を
併
せ
持
つ
、
非
常
に
ア
ン
ビ
ヴ
ア

北法54(5.23)1567 



説

レ
ン
ト
な
制
度
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
移
民
帰
化
局
は
確
実
な
法
制
度
の
運
用
を
通
じ
て
、
執
行
機
関
と
し
て
の
成
熟
性
と
信
頼
性
を
高
め
る

必
要
が
あ
る
。

ゴ迫h

H問

ま
た
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
そ
の
運
用
に
よ
っ
て
確
実
に
〈
移
民
〉
と
不
法
就
労
/
違
法
雇
用
の
問
題
を
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
当
然
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
有
効
性
や
正
統
性
が
は
た
し
て
評
判
通
り
な
の
か
検
証
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

立
法
府
も
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
に
関
心
を
持
ち
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
運
用
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
一
九
八
六

(
お
)

年
法
の
規
定
で
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
心
を
基
盤
に
し
て
、
当
章
で
は
一
庭
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
実
態
に
よ
り
深
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
、
〈
移
民
〉
一
雇
用
政
策
、

お
よ
び
労
働
市
場
政
策
を
支
援
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
法
制
の
一
様
相
を
、
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
を
中
心
に
し
て
提
示
し
よ
う
と

思
う
。
特
に
行
政
制
裁
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
運
用
過
程
に
着
目
し
、
新
し
い
統
制
ス
タ
イ
ル
の
具
体
的
展
開
の
様
子
を
記
述
し
よ
う
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
柄
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。

第
一
に
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
対
す
る
移
民
帰
化
局
の
実
際
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

移
民
帰
化
局
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
規
定
す
る
行
政
制
裁
を
.
ど
の
よ
う
に
運
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
運
用
の
関
し
て

配
慮
し
て
い
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
行
政
制
裁
に
ま
つ
わ
る
現
代
的
価
値
や
新
た
な
〈
雇
用
ル

l
ル
〉
は
、
ど
の
よ
う
に
移
民
帰
化
局
の

制
度
運
用
ス
タ
ン
ス
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
、
移
民
帰
化
局
の
い
わ
ば
模
索
的
な
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン

ト
の
様
子
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
に
、
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
の
実
相
で
あ
る
υ

行
政
制
裁
の
運
用
の
妙
味
は
、
行
政
庁
と
違
反
者
と
が
す
る
和
解

(nos-Mg呂
田
刊
)
制
度
に
結
集
し
て
い
る
。
こ
の
和
解
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
和
解
は
現
代
的
価
値
や
新
し
い
〈
雇
用
ル

l
ル
〉
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
移
民
帰
化
日

北j去54(5・24)1568



の
和
解
デ

i
タ
を
基
に
し
て
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
の
具
体
的
適
用
の
実
体
を
記
述
し
よ
う
。

次
に
、
行
政
制
裁
に
は
当
局
と
の
交
渉
で
は
な
く
当
局
の
再
審
査
を
求
め
る
違
反
者
の
た
め
に
聴
聞
(
邑

E
自
己

E
-
z
z
m
R
g加
)
制
度
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聴
聞
制
度
は
、
違
反
者
か
ら
聴
取
し
た
事
情
・
意
見
を
汲
ん
で
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
ど
の
よ
う
に
再
審
査
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
聴
聞
に
よ
る
再
審
査
は
行
政
法
審
判
官
(
〉
告
呂
』
凹

E
Z
5
Eさ
』

Emm一
〉
巴
)
の
裁
決
に
よ
っ
て
終
局
す
る
。
裁
決
例
お
よ
び

サンクシヨ Vを通じて見た外同人、原府ルー11'，そLて労働法 (4) 

そ
の
行
政
訴
訟
例
を
通
じ
て
行
政
制
裁
の
運
用
〈
法
理
〉
な
る
も
の
を
探
っ
て
み
よ
う
。

こ
う
し
た
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
に
お
け
る
行
政
制
裁
の
各
機
能
役
割
を
検
討
し
〈
政
策
支
援
法
〉
た
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
法
制
の
一

断
面
を
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(二)

移
民
帰
化
局
が
抱
え
た
問
題

一
九
八
六
年
法
を
執
行
す
る
移
民
帰
化
局
は
、
最
初
か
ら
困
難
を
抱
え
て
い
た
。

移
民
法
シ
ス
テ
ム
は
そ
の
時
々
の
政
治
問
題
に
左
右
さ
れ
や
す
い
。
特
に
移
民
立
国
ア
メ
リ
カ
は
、
政
治
的
課
題
と
し
て
次
々
に
直
面
す

る
移
民
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
政
治
的
課
題
の
し
わ
寄
せ
が
移
民
法
シ
ス
テ
ム
の
末
端
執
行
機
関
に
及
ぶ
点
に
問
題
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。

例
え
ば
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
が
不
法
移
民
の
流
入
路
を
作
る
結
果
と
な
っ
た
の
に
、
移
民
帰
化
局
は
そ
の
計
画
の
管
轄
外
に
あ
っ
て
積
極
的
な

対
処
策
を
施
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
こ
と
は
本
稿
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

1ヒ法54(5・25)1569

ま
た
近
年
の
国
際
情
勢
の
不
安
定
や
周
辺
国
の
不
況
は
、
す
ぐ
さ
ま
合
衆
国
へ
の
入
国
者
数
増
加
へ
と
繋
が
る
が
、
移
民
帰
化
局
の
入
国

者
へ
の
対
応
は
心
許
な
い
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
フ
リ
ー
ダ
ム
・
フ
ラ
イ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
端
を
発
し
た
大
量
難
民
受
入
れ
策
は
、

そ
の
後
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
に
も
拡
大
適
用
さ
れ
、
そ
の
う
え
キ
ュ
ー
バ
か
ら
の
マ
リ
エ

l
ル、ボ

l
ト
(
冨
包
己
ぎ
包
)
を
受
容
し
た
時
点
で
、
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(
幻
)

合
衆
国
は
経
済
難
民
ま
で
を
も
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
経
済
難
民
と
称
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
入
国
者
は
、
移
民
帰
化
局
の
権
能
を

超
え
た
特
別
立
法
や
行
政
命
令
を
根
拠
に
入
国
手
続
き
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
は
移
民
帰
化
局
の
統
制

(BEg-)
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
か
っ

た
。
政
策
的
な
特
別
立
法
や
行
政
命
令
の
優
先
処
置
の
た
め
に
移
民
一
帰
化
局
の
業
務
は
忙
殺
さ
れ
、
移
民
帰
化
局
を
通
じ
て
す
る
正
規
の
移

民
申
請
の
ル

l
ト
は
、
申
請
枠
が
削
減
さ
れ
手
続
き
が
遅
延
す
る
と
い
っ
た
不
具
合
が
生
じ
て
い
た
。

つ
ま
り
移
民
帰
化
局
は
政
治
動
向
に
そ
の
都
度
自
局
の
運
営
を
左
右
さ
れ
る
末
端
機
関
で
し
か
な
か
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
雇
一
用
主
〈
懲

罰
〉
制
度
を
運
用
執
行
す
べ
き
移
民
帰
化
局
の
直
前
状
況
は
、
移
民
審
査
お
よ
び
国
境
警
備
を
、
定
め
ら
れ
た
移
民
法
に
基
づ
い
て
坦
々
と

行
う
行
政
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

論

お
ま
け
に
移
民
帰
化
局
に
は
強
力
な
政
治
的
サ
ポ
ー
ト
が
と
り
た
て
て
存
在
し
な
か
っ
た
。
移
民
帰
化
局
は
〈
移
民
〉
を
排
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
独
立
国
家
の
大
義
を
間
接
的
か
つ
抽
象
的
に
守
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
て
も
、
企
業
に
と
っ
て
の
安
価
な
〈
移
民
〉
労
働
力
を
具

体
的
な
方
法
で
確
保
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
確
固
た
る
移
民
帰
化
局
の
支
持
母
体
が
産
業
界
や
政
治
界
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
中
立
公
正
な
行
政
機
関
と
し
て
誉
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
や
は
り
一
つ
の
困
難
で
あ
り
弱
点
で

あ
っ
た
。

皮
肉
な
こ
と
に
移
民
帰
化
局
に
は
支
持
母
体
は
な
く
て
も
対
抗
勢
力
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
公
民
権
運
動
と
そ
の
余
波
す
な
わ
ち
社
会
総

体
の
リ
ベ
ラ
ル
化
は
、
外
国
人
や
〈
移
民
〉
、
そ
し
て
そ
う
し
た
人
物
を
労
働
者
と
し
て
雇
用
す
る
経
営
者
す
な
わ
ち
雇
用
主
に
、
移
民
帰

(
お
)

化
局
へ
の
不
信
感
を
増
幅
さ
せ
た
。

従
来
移
民
法
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
、
特
に
不
法
入
国
者
の
捜
査
摘
発
の
そ
れ
に
関
し
て
言
、
っ
と
、
移
民
帰
化
局
の
係
官
の
振
舞
い
は
、

(
鈎
)

警
戒
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の
警
官
(
岳
町

g官
。
ロ
円
宮
宮
島
問
)
と
大
差
な
か
っ
た
。
国
境
近
辺
で
不
審
な
行
動
を
取
る
外
国
人
に
対
し
て
は
職
務
質

問

(
5
8
E】
加
害
)
を
し
て
、
嫌
疑
が
あ
れ
ば
外
国
人
を
拘
束
し
収
監
す
る
。
不
法
就
労
に
関
与
す
る
外
国
人
の
摘
発
現
場
は
、
ち
ょ
っ
と

北法54(5・26)1570



(ω) 

し
た
騒
動
と
な
る
。
事
前
の
予
告
な
し
に
武
装
し
た
捜
査
係
官
が
、
不
法
就
労
者
の
逃
げ
道
を
塞
い
だ
上
で
、
片
っ
端
か
ら
労
働
者
に
尋
問

し
、
無
資
格
就
労
を
行
っ
た
外
国
人
を
次
々
と
拘
束
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
移
民
帰
化
局
の
こ
う
し
た
手
法
は
、
他
の
行
政
機
関
の
担
当
官

(
H
U
)
 

が
行
う
査
察
(
邑
E
E
2
5
E
5
吉
田
匂
刊
の
き
ロ
)
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
0
年
代
以
降
、
市
民
の
自
由
(
門
戸
三

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

5
2
5
)
を
重
ん
じ
る
杜
会
情
勢
を
背
景
に
、
移
民
帰
化
局
は
自
ら
の
捜
査
摘
発
活
動
の
手
法
に
手
続
的
正
義
が
欠
け
る
点
を
追
求
さ
れ

始
め
た
。

移
民
帰
化
局
は
も
ち
ろ
ん
恋
意
的
な
捜
査
摘
発
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
移
民
帰
化
局
の
職
員
は
令
状
な
し
に
尋
問
や
逮
捕
が
場

(
必
)

合
に
よ
り
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
通
常
は
、
不
法
就
労
に
関
す
る
捜
査
な
ら
、
憲
法
修
正
四
条
に
基
づ
い
て
、
移
民
帰
化
局
は
相
当
な
理
由

(官。

E
g
o
gロ
回
目
)
を
も
っ
て
治
安
判
事
に
令
状
を
請
求
し
、
こ
れ
を
取
得
す
る
。
そ
し
て
令
状
に
基
づ
き
現
場
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

た
だ
移
民
帰
化
局
の
用
い
る
令
状
は
、
被
疑
者
名
も
探
索
場
所
の
特
定
も
な
い
「
非
特
定
令
状
(
。
勺

g
a
g号
仏
老
齢

E
ロ
【
)
」
で
あ
る
が
ゆ
え
、

(
必
)

令
状
に
よ
る
捜
査
活
動
の
実
質
的
制
限
が
し
ば
し
ば
現
場
で
蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
追
求
さ
れ
な
い
筈
が
な
か
っ
た
。

だ
が
巡
回
裁
判
所
は
こ
の
「
非
特
定
令
状
」
の
効
力
を
有
効
と
判
断
し
た
。
し
か
も
刑
事
犯
罪
の
捜
査
で
通
常
必
要
と
さ
れ
る
相
当
な
理

(
H
H
)
 

由
は
、
移
民
帰
化
局
の
請
求
す
る
令
状
に
必
要
な
い
と
判
断
し
た
。

移
民
帰
化
局
は
令
状
主
義
を
形
式
的
に
順
守
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
発
行
基
準
と
、
運
用
行
使
す
る
現
場
基
準
が
、
と
も
に
緩
や
か
な

点
に
問
題
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
詳
細
を
ア
メ
リ
カ
杜
会
が
知
る
由
は
な
く
、
社
会
の
大
多
数
は
移
民
帰
化
局
の
手
法
に
充

分
な
理
解
を
示
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

北法54(5・27)1571 

ま
た
、
不
法
移
民
を
取
り
締
ま
る
移
民
帰
化
局
に
は
好
意
的
で
あ
っ
て
も
、
い
ざ
自
分
の
所
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
移
民
帰
化
局
が
や
っ

(
必
)

て
来
て
捜
索
活
動
を
す
る
の
は
大
方
に
と
っ
て
願
い
下
げ
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
大
多
数
の
移
民
帰
化
局
に
対
す
る
態
度
は
、
結
局
移
民
法
の

エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
と
移
民
帰
化
局
そ
の
も
の
を
萎
縮
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
司
法
省
も
毎
年
不
法
就
労
の
捜
査
摘
発
を
優
先
第
一



説

(
必
)

位
の
重
点
活
動
に
位
置
付
け
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

北法54(5・28)1572 

論

行
政
上
層
ば
か
り
で
な
く
、
連
邦
議
会
で
さ
え
移
民
帰
化
局
に
と
っ
て
は
対
抗
勢
力
だ
っ
た
。
一
九
八
四
年
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の

(
灯
)

制
定
を
巡
る
議
論
の
最
中
、
連
邦
最
高
裁
は
移
民
帰
化
局
の
行
使
す
る
令
状
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
判
断
を
示
し
た
。
移
民
帰
化
局
が
行
う

(
必
)

「
野
外
捜
索
(
。
唱

g
p
E
m
m関
与
)
」
に
も
令
状
が
必
要
だ
と
い
、
っ
根
拠
を
修
正
四
条
に
は
見
出
せ
な
い
と
説
示
し
た
の
で
あ
る
。
簡
単
に

言
う
と
「
野
外
捜
索
」
に
令
状
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
令
状
の
発
行
と
行
使
に
つ
い
て
移
民
法
執
行
と
い

う
公
益
と
、
捜
索
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
個
人
の
財
産
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
を
衡
量
し
て
な
お
、
相
当
な
理
由
(
℃

ggσ
庁

2
5
m
)
が

(
ぬ
)

必
要
だ
と
い
う
基
準
を
用
い
て
き
た
が
、
こ
の
判
断
基
準
と
は
別
に
連
邦
最
高
裁
は
「
野
外
捜
索
」
な
ら
ば
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
侵
害

(
印
)

さ
れ
な
い
と
い
う
論
法
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

連
邦
行
政
と
連
邦
議
会
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
反
応
を
見
せ
た
。
司
法
省
側
は
移
民
法
条
文
盟
〉
官
当

(

a

)

(

一
)
も
し
く
は
(

a

)

(

三
)

(
日
)

の
規
定
を
根
拠
に
、
捜
索
令
状
が
必
要
な
い
こ
と
を
裁
判
所
に
公
式
に
認
め
ら
れ
、
胸
を
撫
で
下
ろ
し
た
。
だ
が
い
わ
ゆ
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉

(
臼
)

制
度
の
反
対
派
ら
は
、
こ
の
最
高
裁
の
判
断
が
農
業
界
に
お
け
る
雇
用
主
一
般
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
直
観
し
た
。

両
院
の
小
委
員
会
は
早
速
盟
〉
穏
当
条
の
修
正
作
業
に
着
手

L
た
。
行
政
側
は
当
然
猛
反
対
し
た
が
、
結
局
令
状
主
義
が
貫
徹
さ
れ
た
。

一
九
八
六
年
修
正
移
民
管
理
法
案
が
可
決
さ
れ
た
際
、
新
移
民
法
見
。
〉
で
広
の
規
定
は
、
移
民
帰
化
局
が
令
状
も
な
し
に
農
場
敷
地
内

(円宮町宮町吉岡田

2
0
2
P
S
)
も
し
く
は
屋
外
農
業
域
内
(
円

2
0
2
5
)。
;
1
2
z
c
E
8
2
a
gロ
)
に
侵
入
し
て
捜
査
・
尋
問
す
る
行
為
を
禁

(
日
)

じ
た
の
で
あ
る
。
立
法
措
置
に
よ
っ
て
移
民
帰
化
局
は
「
野
外
捜
安
…
」
の
便
法
を
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

連
邦
議
会
は
あ
る
意
味
で
移
民
帰
化
局
の
手
足
に
棚
を
猷
め
る
よ
う
な
修
正
を
ほ
ど
こ
し
た
。
確
か
に
不
法
移
民
の
捜
索
の
た
め
な
ら
私

有
地
に
令
状
も
な
く
立
ち
入
れ
る
と
い
う
移
民
法
の
規
定
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
四
条
の
原
理
に
明
ら
か
に
反
す
る
。
そ
の
意
味
で
局
内
〉

仰
ニ
。
は
理
に
適
っ
た
修
正
立
法
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
根
底
に
は
、
移
民
帰
化
局
の
活
動
を
制
限
し
て
で
も
有
力
な
政
治
基
盤
で
あ
る
農



(
引
制
)

業
界
の
意
向
に
沿
っ
て
、
農
場
主
と
牧
場
主
の
権
利
を
保
護
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
情
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
で
さ
え
農
業
界
は

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
い
う
不
安
材
料
を
抱
え
込
ま
さ
れ
そ
う
な
の
に
、
こ
の
う
え
移
民
帰
化
局
に
不
法
移
民
の
捜
査
と
称
し
て
、
令
状

も
な
し
に
雇
用
主
の
違
法
雇
用
の
証
拠
収
集
を
さ
れ
る
の
は
た
ま
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

(
臼
)

農
業
界
の
意
向
を
尊
重
し
た
ぶ
ん
、
移
民
帰
化
局
は
も
っ
と
も
数
字
が
稼
げ
る
農
業
分
野
で
の
特
権
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ア
メ
リ

カ
社
会
は
不
法
移
民
規
制
を
緊
急
か
つ
重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
は
い
た
が
、
闇
雲
に
移
民
帰
化
局
が
不
法
移
民
の
捜
査
摘
発
を
行
う
こ
と

を
許
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
な
に
ぶ
ん
雇
用
に
限
ら
ず
〈
移
民
〉
に
関
す
る
ル

l
ル
は
不
明
瞭
で
具
体
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
存
在
し
な

ぃ
。
こ
の
状
況
の
も
と
、
移
民
帰
化
局
は
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
保
っ
て
活
動
を
進
め
な
け
れ
ば
、
移
民
法
の
執
行
機
関
と
し
て
信
任
と
社
会
的

理
解
を
得
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
政
治
的
反
発
と
自
局
に
不
利
な
法
的
対
応
を
招
き
、
執
行
機
関
と
し
て
の
正
統
性
さ
え
失
い
か

ね
な
い
こ
と
を
再
認
識
し
た
。

移
民
帰
化
局
が
扱
う
領
域
は
ま
さ
に
移
民
政
策
の
矛
盾
の
具
現
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
移
民
帰
化
局
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
執

行
機
関
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
政
治
動
向
に
左
右
さ
れ
や
す
い
不
確
か
な
行
政
庁
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(三)

移
民
帰
化
局
の
努
力

移
民
帰
化
局
は
な
に
も
手
を
扶
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
移
民
法
の
執
行
機
関
と
し
て
の
使
命
を
全
う
す
る
の
と
同
じ
く
、
自
局
の
威

信
と
名
誉
、
そ
れ
に
社
会
的
な
存
在
意
義
を
確
立
す
る
こ
と
は
移
民
帰
化
局
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
だ
っ
た
。
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遡
る
こ
と
一
九
五
四
年
と
翌
一
九
五
五
年
、
移
民
帰
化
局
は
ウ
ェ
ッ
ト
パ
ッ
ク
作
戦
(
。
宮
g
c
c口
当
2
g
n
r
)
を
発
動
し
た
。
連
邦
各
行

政
機
関
と
地
区
局
(
長
田
E
2
0
S
n
n
)
が
中
心
と
な
っ
て
、
二
年
間
で
お
よ
そ
二
、

0
0
0
、
0
0
0
人
の
メ
キ
シ
コ
系
不
法
移
民
を
摘
発
し

た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
で
の
休
戦
協
定
が
発
効
し
、
合
衆
国
の
労
働
市
場
に
は
次
々
に
帰
還
兵
す
な
わ
ち
熟
練
労
働
者
が
還
流
し
て
く
る
。



説

そ
こ
で
労
働
市
場
か
ら
の
不
法
移
民
の
事
前
排
除
に
つ
い
て
、
社
会
的
理
解
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
見
越
し
た
移
民
帰
化
局
の
作
戦

ささ'b.
白岡

だ
っ
た
。
ま
た
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
は
多
く
の
不
法
入
国
の
伏
流
路
を
産
み
出
し
、
国
境
と
い
う
植
が
南
部
で
特
に
緩
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。
移

(
日
)

民
帰
化
局
は
作
戦
を
通
じ
て
植
を
引
き
締
め
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
ハ

ウ
ェ
ッ
ト
パ
ッ
ク
作
戦
は
そ
の
名
の
通
り
、
リ
オ
グ
ラ
ン
デ
川
を
泳
い
で
不
法
入
国
し
て
き
た
メ
キ
シ
コ
人
を
、
背
中
の
荷
物
が
濡
れ
た

ま
ま
乾
か
ぬ
う
ち
に
検
挙
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
国
境
際
の
捕
物
作
戦
で
あ
っ
て
、
実
際
の
雇
用
供
給
口
か
ら
メ
キ
シ
コ
人
を
排
除
し
た
訳

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
に
は
移
民
帰
化
局
に
対
す
る
反
発
は
生
じ
ず
、
作
戦
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
好
意
的
に
受
け
と
ら
れ
た
。
メ
キ
シ
コ

人
は
不
法
に
越
境
す
る
よ
り
、
ブ
ラ
セ
ロ
と
し
て
入
国
す
る
こ
と
を
選
択
し
て
き
た
。
作
戦
は
成
功
だ
っ
た
。

し
か
し
一
九
六
O
年
に
な
る
と
、
合
衆
国
農
場
主
の
都
合
で
メ
キ
ン
コ
系
不
法
移
民
の
増
加
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
。
高
賃
金
の
ブ
ラ
セ

ロ
よ
り
安
い
不
法
移
民
を
も
と
め
た
の
で
あ
る
。

移
民
帰
化
局
は
再
び
小
規
模
な
ウ
ェ
ッ
ト
パ
ッ
ク
作
戦
を
実
施
し
た
。
不
法
入
国
の
各
で
摘
発
し
た
メ
キ
シ
コ
人
が
多
け
れ
ば
、
遠
因
で

あ
る
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
早
期
打
ち
切
り
を
促
す
一
材
料
と
な
る
。
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
が
な
く
な
ら
な
い
限
り
伏
流
も
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
考

え
が
背
景
と
し
て
移
民
帰
化
局
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
六
四
年
末
、
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
最
終
延
長
期
限
が
経
過
し
、

計
画
は
廃
止
に
至
っ
た
。
だ
が
移
民
帰
化
局
の
誤
算
は
伏
流
路
の
定
着

を
予
想
し
な
か
っ
た
点
に
あ
っ
た
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
系
〈
移
民
〉
は
入
国
と
摘
発
に
よ
る
出
国
を
繰
返
す
い
わ
ば
コ

ミ
ユ

l
タ

l
(
8
5
5
E
R
)
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
六
0
年
代
合
衆
国
で
は
ち
ょ
っ
と
し
た
労
働
力
不
足
が
生
じ
て
い
た
。
そ
し
て
無

闇
な
不
法
移
民
の
摘
発
は
メ
キ
シ
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
主
体
と
す
る
公
民
権
団
体
の
反
対
運
動
を
刺
激
し
か
ね
な
い
。
移
民
帰
化
局
は
不
法

移
民
の
摘
発
を
続
け
、
統
計
上
の
逮
捕
者
数
は
上
昇
し
つ
づ
け
た
。
一
九
六

0
年
代
は
じ
め
、
年
間
逮
捕
者
数
は
お
よ
そ
三

O
、
0
0
0
人

(
日
)

か
ら
四
O
、
0
0
0
人
だ
っ
た
の
が
、
一
九
六
六
年
に
は
お
よ
そ
八
C
、
0
0
0
人
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
こ
れ
は
移
民
帰
化
局
が
作
戦
に
基
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づ
き
執
念
深
く
不
法
移
民
を
捜
査
摘
発
し
た
の
で
は
な
く
、
捜
査
網
に
か
か
る
リ
ピ
ー
タ

l

王
宮
告
と
が
急
増
し
て
い
た
か
ら
だ
っ

(
白
川
)

た
。
繰
返
し
に
な
る
が
、
作
戦
に
よ
っ
て
雇
用
供
給
口
か
ら
不
法
移
民
が
一
掃
さ
れ
、
合
衆
国
市
民
に
雇
用
が
提
供
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
時
の
ウ
ェ
ッ
ト
パ
ヅ
ク
作
戦
は
、
移
民
帰
化
局
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
メ
キ
シ
コ
人
以
外
に
も
多
種
多
様
な
出
身
国
の
〈
移
民
〉
が
存
在
し
た
。

カ
リ
ブ
や
ア
ジ
ア
各
方

一
九
七
0
年
代
、

サンクションを通じて見た外国人、雇!¥1ルール、そして労働法 (4) 

面
か
ら
の
移
民
難
民
と
併
せ
て
ア
メ
リ
カ
に
到
来
し
た
〈
移
民
〉
は
、
出
身
国
の
社
会
上
層
階
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
営
む
エ
リ
ー
ト
達
で
あ
り
、

(ω) 

ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
後
も
多
く
が
成
功
を
収
め
た
。
だ
が
メ
キ
シ
コ
人
〈
移
民
〉
の
場
合
は
、
た
と
え
出
身
国
で
そ
れ
な
り
の
学
歴
エ
リ
ー

ト
達
だ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
か
ら
か
、

(ω) 

ア
メ
リ
カ
社
会
で
不
法
移
民
問
題
と
い
え
ば
メ
キ
シ
コ
人
〈
移
民
〉
を
意
味
し
た
。
大
多
数
は
南
部
の

農
場
や
食
肉
工
場
で
一
斉
摘
発
さ
れ
る
メ
キ
シ
コ
人
と
か
、
南
部
国
境
で
国
境
警
備
局

(
C
・ω
・
切
。
丘
R
3
5
-
)
の
ヘ
リ
や
四
駆
に
追
わ
れ

る
メ
キ
シ
コ
人
不
法
入
国
者
を
思
い
浮
か
べ
た
。
世
間
の
耳
目
は
そ
れ
だ
け
メ
キ
シ
コ
人
に
集
ま
っ
て
い
た
。
同
時
に
移
民
帰
化
局
の
評
判

は
メ
キ
シ
コ
系
〈
移
民
〉
の
処
遇
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
か
っ
た
。

次
に
移
民
帰
化
局
が
動
い
た
の
は
一
九
八
二
年
だ
っ
た
。
連
邦
議
会
が
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
巡
っ
て
紛
糾
を
重
ね
て
い
た
と
き
、
一
康一

用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
必
要
性
と
白
局
の
存
在
意
義
を
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
移
民
帰
化
局
は
慎
重
に
計
画
を
練
り
上
げ
た
。

そ
れ
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ジ
ョ
ブ

(言。』伺
n
こ。
σ)
で
あ
る
。

〈
移
民
〉
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
賃
金
が
低
く
て
ア
メ
リ
カ
人
が
敬
遠
す
る
よ
う
な
仕
事
に
就
い
て
い
る
。
屋
外
で
の
農
作
業
が
典
型
例
で
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あ
る
。
し
か
し
〈
移
民
〉
の
な
か
に
は
ア
メ
リ
カ
人
と
同
等
の
賃
金
で
、
事
務
職
や
工
場
労
働
に
就
く
者
が
い
る
。
移
民
帰
化
局
と
し
て
は
、

国
境
の
農
場
地
帯
で
は
な
く
全
米
各
大
都
市
部
で
働
く
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
不
法
就
労
者
を
摘
発
す
る
こ
と
が
重
要
だ
っ

た
。
摘
発
に
よ
っ
て
空
い
た
雇
用
口
に
ア
メ
リ
カ
人
を
供
給
す
れ
ば
、
移
民
帰
化
局
の
失
業
対
策
事
業
と
な
る
。
全
米
規
模
の
労
働
現
場
で



説

大
量
に
不
法
就
労
者
を
挙
げ
れ
ば
、
現
行
法
制
の
限
界
と
同
時
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
法
制
の
早
期
導
入
を
世
論
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

連
邦
議
会
が
両
院
各
委
員
会
で
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
法
案
を
審
議
し
て
い
る
と
き
に
、
移
民
帰
化
局
は
法
の
運
営
当
事
者
と
し
て
雇
用
主
〈
懲

罰
〉
法
制
の
必
要
性
を
公
聴
会
に
出
席
す
る
た
び
に
訴
え
て
い
た
が
、
反
対
派
を
切
り
崩
す
有
効
な
理
論
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
移
民
帰
化
局
は
世
論
を
相
手
に
、
デ
ー
タ
と
い
う
具
体
性
で
勝
負
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ラb.

“岡

一
九
八
二
年
四
月
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ジ
ョ
ブ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
シ
カ
コ
、
ニ
ュ

i
ア
l
ク
、
デ
ン
バ
ー
、
デ
ト
ロ
イ
ト
、
ダ
ラ
ス
、
ヒ
ュ

l

(
m
m
)
 

ス
ト
ン
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
全
米
九
都
市
で
実
施
さ
れ
た
。
移
民
帰
化
局
は
捜
査
局
(
阿
君
。
邑
明
邑
O
口
出
)
と
国
境
警

(

白

山

)

備
局
併
せ
て
の
べ
四
O

O
人
の
職
員
を
投
入
し
、
お
よ
そ
五
六
O
筒
所
の
事
業
場
で
お
よ
そ
五
、
五

O
O
人
の
不
法
就
労
者
を
検
挙
し
た
。

世
論
の
反
応
は
好
意
的
で
、
少
な
く
と
も
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
議
論
が
必
要
な
ほ
ど
不
法
就
労
者
が
多
数
存
在
す
る
事
実
が
あ
ら
た
め

て
知
れ
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
。
移
民
帰
化
局
は
あ
か
ら
さ
ま
に
メ
キ
ン
コ
人
を
狙
い
撃
ち
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
出
身
国
の
不
法

就
労
者
を
摘
発
対
象
と
し
て
選
定
し
た
。
だ
が
実
際
に
摘
発
さ
れ
た
不
法
就
労
者
の
ほ
と
ん
ど
が
低
賃
金
で
就
労
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た

(
臼
)

メ
キ
シ
コ
人
だ
っ
た
こ
と
は
、
移
民
帰
化
局
に
と
っ
て
あ
る
種
の
誤
鉾
と
い
え
ば
誤
算
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
移
民
帰
化
局
へ
の
関
心
と
評
判

は
高
ま
っ
た
が
、
同
時
に
多
く
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
団
体
の
反
発
も
招
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
移
民
帰
化
局
は
日
々
の
業
務
活
動
と
時
々
の
タ
ス
ク
フ
ォ

l
ス
を
通
じ
て
、
直
面
す
る
い
く
つ
か
の
困
難
を
出
来
る
だ
け
緩
和

し
、
新
制
度
の
執
行
準
備
を
整
え
る
た
め
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

個)

ア
メ
リ
カ
社
会
が
持
つ
移
民
帰
化
局
像

視
点
を
変
え
て
、
市
井
の
ア
メ
リ
カ
人
は
移
民
帰
化
局
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
不
法
雇
用

に
関
わ
る
雇
用
主
に
と
っ
て
移
民
帰
化
局
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
を
論
じ
て
み
よ
う
。
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第
一
に
、

ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
〈
移
民
〉
に
対
す
る
理
解
と
無
関
心
が
同
居
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
理
解
と
無
関
心
は
雇
用
社
会
の
土
壌
の

一
部
で
も
あ
る
。
こ
の
土
壌
を
ベ

l
ス
に
、
主
と
し
て
二
つ
の
外
国
人
雇
用
に
関
す
る
規
範
が
〈
移
民
〉
一
用
に
関
す
る
一
定
の
理
解
l
外

国
人
の
雇
用
の
自
由
と
い
う
価
値
規
範
ー
を
形
成
し
た
こ
と
は
第
一
章
第
二
節
で
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

サシクショ ν を j司じτ晶た外岡人、雇用ル ~J\! ， そして労働法 (4 ) 

特
に
〈
移
民
〉
の
代
表
格
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
系
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
比
較
的
寛
容
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
メ
キ
シ
コ
人
ら

(ω) 

は
、
黒
人
下
層
階
級
や
同
じ
ラ
テ
ン
系
。
フ
ェ
ル
ト
リ
コ
人
ら
に
比
べ
る
と
、
非
合
法
な
低
賃
金
労
働
で
も
進
ん
で
引
き
受
け
る
。
加
え
て
ヒ

(
臼
)

ス
パ
ニ
ッ
ク
が
職
に
あ
ぶ
れ
て
い
る
姿
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
白
人
、
ア
ジ
ア
系
住
民
は
危
険
や
恐
怖
を
感
じ
な
い
と
い
う
。

ア
メ
リ
カ
人
は
移
民
法
の
規
定
を
順
守
し
、
移
民
帰
化
局
が
行
う
法
の
運
用
執
行
に
協
力
し
よ
う
と
い
う
積

で
は
無
関
心
と
は
な
に
か
。

(ω) 

極
的
行
動
を
と
ら
な
い
。

同
郷
者
の
集
中
す
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
合
、
特
に
こ
の
傾
向
は
顕
著
に
な
る
。
地
域
社
会
の
中
で
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
の
関
わ

り
の
中
で
、
新
参
者

(54そ
8
5
2
)
と
し
て
や
っ
て
き
た
〈
移
民
〉
の
存
在
は
決
し
て
異
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
す
で
に
永
住
権
や
市
民
権
を
得
た
先
住
組
ア
メ
リ
カ
人
が
、
不
法
移
民
で
あ
る
後
発
組
を
積
極
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
地

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
参
加
者
の
結
束
と
、
同
郷
の
よ
し
み
を
理
由
に
し
た
就
職
の
紹
介
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

縁
や
血
縁
を
た
ど
り
、

で
あ
る
。

地
域
特
性
の
話
は
さ
て
お
き
、
移
民
帰
化
局
が
工
場
な
ど
で
不
法
就
労
中
の
〈
移
民
〉
を
一
斉
摘
発
し
た
と
し
て
も
、
た
い
て
い
の
ア
メ

(
釘
)

リ
カ
人
は
空
い
た
雇
用
口
に
あ
り
つ
こ
う
と
は
考
え
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
自
身
〈
移
民
〉
が
ど
う
い
う
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
職
業

北j去54(5・33)1577

が
ど
の
よ
う
な
人
種
階
層
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
〈
移
民
〉
へ
の
無
関
心
は
必
然
的
に
移
民
帰
化
局
の
捜
査
活
動
へ
の
無
関
心
と
な
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
無
関
心
が
社
会
に
蔓
延
し
、

(
侃
)

い
つ
で
も
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
興
味
深
い
一
例
を
挙
げ
る
と
、
日
ご
ろ
は
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移
民
政
策
の
無
策
と
憤
癒
を
移
民
帰
化
局
や
政
治
全
般
に
ぶ
つ
け
な
が
ら
も
、
な
ん
ら
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
さ
な
い
、
つ
ま
り
無
関
心
を
実

践
す
る
市
民
が
、
い
ざ
隣
居
す
る
外
国
人
と
そ
の
家
族
が
不
法
在
留
容
疑
で
検
挙
さ
れ
る
よ
う
な
と
き
は
、
外
国
人
の
特
別
在
留
資
格
を
求

め
る
救
済
活
動
基
金
を
提
供
し
、
拘
留
中
の
外
国
人
ら
の
安
否
を
気
遣
い
、
寝
ず
に
祈
り
を
捧
げ
続
け
る
と
い
っ
た
行
動
を
と
る
。
こ
れ
は

同
郷
、
同
人
種
、
同
民
族
系
の
地
域
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
と
き
に
は
退
去
強
制
ま
で
の
時
聞
が
長
引
く
よ
う
、
外
国
人
の
在
留
に
関
す

る
個
別
法
(
宝
〈
器

-2)
案
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
る
議
員
を
探
し

τ歩
く
こ
と
も
あ
る
。
外
国
人
と
は
市
民
の
よ
き
隣
人
で
あ
り
、
信
頼

さ子-h.

日間

す
べ
き
取
引
先
で
あ
り
、
仲
の
よ
い
同
僚
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
無
関
心
と
は
あ
る
種
の
受
容
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
無
関
心
の
レ
ベ

ル
は
、
生
活
世
界
に
お
け
る
他
人
の
窮
地
を
放
っ
て
は
お
け
な
い
と
い
う
結
果
へ
と
つ
な
が
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
〈
移
民
〉
よ
り
も
移
民

帰
化
局
の
侵
入
に
敏
感
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ら
ば
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
共
同
体
の
一
体
感
な
り
不
可
侵
性
な
り
が
〈
移
民
〉
へ
の
共
感
、
理
解
、
あ
る
い
は
あ
る
種
の
受
容
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
話
は
単
純
で
は
な
い
。
移
民
帰
化
局
に
寄
せ
ら
れ
る
違
法
な
〈
移
民
〉
の
情
報
は
、
ほ
と
ん
ど
が
同
じ
エ
ス

(ω) 

ニ
ツ
ク
集
固
ま
た
は
同
郷
出
身
国
か
ら
の
も
の
だ
と
い
う
。
当
然
同
じ
地
域
社
会
の
一
端
を
な
し
て
い
る
。
仲
違
い
や
反
発
、
嫉
妬
を
理
由

に
し
て
、
不
法
在
留
者
は
身
近
の
誰
か
か
ら
移
民
帰
化
局
へ
密
告
さ
れ
る
。
移
民
帰
化
局
を
利
用
し
て
、
特
定
人
物
ら
の
排
除
が
工
作
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
や
は
り
ア
メ
リ
カ
市
民
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
〈
移
民
〉
を
含
め
た
社
会
全
体
に
と
っ
て
、
移
民
帰
化
局
は
体
の
よ
い
連
絡

先
兼
執
行
機
関
で
し
か
な
い
。

移
民
帰
化
局
も
そ
の
点
を
心
得
て
い
る
。
匿
名
の
投
書
や
電
話
か
ら
濠
み
出
る
個
人
的
な
通
報
の
動
機
を
汲
ん
で
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
。

す
べ
て
の
通
報
を
総
合
し
て
か
ら
、
捜
査
摘
発
の
対
象
選
定
に
際
し
て
参
考
情
報
と
す
る
。
限
ら
れ
た
執
行
予
算
を
、

一
つ
の
通
報
で
無
益

に
消
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。

事
業
主
あ
る
い
は
雇
用
主
に
し
て
み
れ
ば
、
移
民
帰
化
局
は
た
い
て
い
歓
迎
さ
れ
ざ
る
行
政
機
関
で
あ
る
。
ま
ず
都
市
部
の
工
場
な
ど
が
、
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

捜
査
摘
発
対
象
に
な
っ
た
場
合
、
操
業
責
任
者
の
懸
念
は
地
域
社
会
や
顧
客
取
引
先
の
風
許
で
あ
る
。
移
民
帰
化
局
が
武
装
の
上
で
工
場
に

踏
み
込
ん
で
き
て
、
不
法
就
労
者
を
物
々
し
く
拘
束
し
て
ゆ
く
事
態
だ
け
は
回
避
し
よ
う
と
、
責
任
者
は
た
い
て
い
移
民
帰
化
局
の
捜
査
と

(
初
)

事
情
聴
取
に
協
力
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
短
時
間
と
い
え
ど
も
、
そ
の
瞬
間
か
ら
操
業
は
ス
ト
ッ
プ
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
か

な
り
の
経
済
的
損
害
が
生
じ
か
ね
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
安
く
雇
っ
て
い
た
外
国
人
が
一
斉
に
摘
発
さ
れ
、
代
替
労
働
者
の
や
り
く
り

が
つ
か
な
い
場
合
も
あ
る
。
一
般
的
に
雇
用
主
及
び
事
業
主
が
移
民
帰
化
局
の
捜
査
摘
発
に
協
力
し
た
と
こ
ろ
で
、
得
る
も
の
は
な
に
も
な

い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
雇
一
用
主
の
想
定
す
る
移
民
帰
化
局
像
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
と
き
に
不
法
移
民
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
い
た
く
な
い
一
雇
用

(η) 

主
や
、
不
法
移
民
の
一
用
継
続
を
望
ま
な
い
雇
用
主
が
、
自
ら
匿
名
で
不
法
移
民
の
就
労
事
実
を
移
民
帰
化
局
に
通
報
す
る
。
そ
れ
で
偶
然

に
も
不
法
移
民
が
摘
発
さ
れ
、
国
外
へ
退
去
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
一
雇
用
主
の
思
惑
ど
お
り
賃
金
不
払
い
や
解
雇
が
可
能
と
な

る
。
つ
ま
り
雇
用
主
及
び
事
業
主
に
と
っ
て
も
、
移
民
帰
化
局
は
と
き
に
都
合
の
よ
い
連
絡
先
兼
執
行
機
関
に
な
る
の
で
あ
る
。

(1D 

移
民
帰
化
局
の
方
針

一
九
八
六
年
法
が
定
め
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
事
実
上
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
に
効
果
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て

の
在
米
企
業
お
よ
び
雇
用
主
は
、
労
働
者
を
採
用
す
る
際
、
応
募
し
て
き
た
す
べ
て
の
人
物
に
い
く
つ
か
の
事
柄
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
雇
用
主
が
す
る
募
集
に
応
募
し
、
か
つ
採
用
さ
れ
る
際
は
、
雇
用
主
に
然
る
べ
き
ラ
イ
セ
ン
ス
を

提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
形
式
上
と
は
い
え
移
民
法
の
規
定
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
移
民
法
は
、
外
国
人
の
入
出
国
在
留
権
お
よ
び

市
民
権
の
与
え
方
を
規
定
す
る
連
邦
法
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
移
民
法
は
ア
メ
リ
カ
人
に
権
利
義
務
関
係
を
設
定
す
る
法
律
で
は
お
お
よ
そ
な
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か
っ
た
か
ら
、
大
方
の
ア
メ
リ
カ
人
に
そ
も
そ
も
無
関
係
な
法
律
だ
っ
た
。

北法54(5・36)1580

吾A

H附

こ
れ
と
対
照
的
に
一
九
八
六
年
法
は
、
合
衆
国
中
の
個
人
と
企
業
に
対
し
て
、
合
衆
国
連
邦
に
お
け
る
モ
ラ
ル
と
政
治
共
同
体
(
苦
-Ee

(
刀
)

色

g呂
田
ロ
ロ
喜
)
の
名
の
下
に
法
律
上
の
義
務
を
課
す
。
義
務
の
履
行
を
求
め
る
代
わ
り
に
、
法
に
従
う
ア
メ
リ
カ
人
に
は
充
分
な
保
護
シ

ス
テ
ム
と
い
う
正
義
を
用
意
す
る
。
こ
の
構
造
は
立
法
時
に
と
り
た
て
て
関
心
を
呼
ば
な
か
っ
た
。
い
ざ
施
行
の
段
階
に
な
っ
て
、
新
移
民

法
が
大
き
な
履
行
負
担
を
課
す
事
態
に
な
っ
た
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
社
会
は
は
じ
め
て
実
感
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
不
法
移
民
の
問
題
全
体
を
早
急
に
解
決
す
べ
き
政
治
的
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
が
、
同
河
内
〉
の
成

立
以
降
は
、
雇
↑
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
と
そ
の
行
政
制
裁
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
価
値
規
範
、
そ
し
て
〈
移
民
〉
に
関
す
る
雇
用
ル

l
ル
と

い
っ
た
も
の
を
、
か
な
り
現
実
的
で
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
引
き
受
け
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
従
来
不
慣
れ
で
関
心
を
払
う

こ
と
の
な
か
っ
た
法
の
定
め
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
否
院
な
し
に
新
移
民
法
と
移
民
帰
化
局
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
活
動
に
具
体
的
影

響
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
移
民
帰
化
局
は
、
新
移
民
法
が
社
会
的
負
担
を
発
生
さ
什
る
と
い
う
事
実
の
一
人
歩
き
だ
け
は
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(
ね
)

立
法
過
程
で
明
ら
か
な
通
り
、
新
制
度
の
趣
旨
は
違
法
行
為
の
代
償
の
均
衡
(
印
可
5
5
2
q
)
化
で
あ
る
。
移
民
帰
化
局
は
こ
れ
ま
で
雇
用
主

側
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
が
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
問
題
で
あ
る
点
を
強
調
し
、
労
働
者
の
不
法
就
労
が
雇
用
主
の
違
法
雇
用
に
な
っ
た
こ
と
を
宣

伝
し
、
そ
れ
を
周
知
さ
せ
、
違
法
雇
用
の
防
止
を
社
会
全
体
に
協
力
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
・
な
い
任
務
を
負
っ
た
。

と
は
い
え
新
し
い
社
会
的
負
担
は
、
歴
史
的
に
正
統
性
の
あ
る
掃
作
拠
に
基
づ
い
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
代
労
働
市
場
に
適
う

だ
ろ
う
と
い
う
価
値
規
範
と
、
複
雑
な
政
治
作
用
を
よ
う
や
く
経
過
し
た
暫
定
的
な
均
衡
解
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
市
井
の
雇
用

主
ら
に
制
度
趣
旨
を
理
解
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
移
民
帰
化
局
は
、
自
局
に
向
け
ら
れ
た
困
難
す
な
わ
ち
孤
立
無
援
に
近
い
執
行
機
関
と
し
て
の
〈
政
治
的
中
立
性
〉
、
移
民
政
策



と
移
民
法
の
矛
盾
、
そ
の
執
行
レ
ベ
ル
に
関
す
る
世
論
の
具
体
的
か
つ
部
分
的
な
無
関
心
の
体
系
に
加
え
て
、
こ
れ
ま
た
近
似
し
た
矛
盾
お

よ
び
現
代
的
価
値
を
合
せ
持

2
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
運
営
執
行
と
い
う
新
し
い
困
難
を
上
乗
せ
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

し
か
も
新
制
度
の
運
営
執
行
に
つ
い
て
、
法
規
違
反
の
行
為
に
従
来
の
令
状
に
よ
る
拘
禁
お
よ
び
不
適
格
者
の
一
掃
と
い
う
手
法
を
用
い

る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
令
状
主
義
は
、
移
民
帰
化
局
の
都
合
で
は
な
く
産
業
界
の
保
護
の
た
め
に
用
い
る
よ
う
立
法
的
修

正
を
受
け
て
い
た
し
、
新
制
度
の
行
政
制
裁
は
、
労
働
市
場
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
一
掃
で
は
な
く
、
ア
ク
タ
ー
に
適
切
な
活
動
を
支
援
す

る
の
が
制
度
趣
旨
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
移
民
帰
化
局
は
雇
用
主
が
法
制
度
の
自
発
的
順
守
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
盛
ん
に
宣
伝
を
続
け
、

そ
れ
は
制
度
運
営
方
針
の
一
つ
と
な
っ
た
。

移
民
帰
化
局
と
し
て
は
、

-mnhp
に
規
定
さ
れ
る
周
知
教
育
期
間
も
存
在
す
る
以
上
、
最
初
か
ら
様
子
見
が
必
要
で
あ
っ
た
。
行
政
機
関

が
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
全
く
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
発
揮
出
来
な
い
の
は
珍
し
い
事
態
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
立
法
過
程
の
連
邦
議
会

(
九
)

の
驚
異
的
な
主
導
権
が
執
行
段
階
に
ま
で
影
響
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
現
場
に
任
さ
れ
、
し
ば
ら
く
動
向
を
窺

い
つ
つ
模
索
的
に
運
営
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
施
行
直
前
の
状
況
は
、
移
民
帰
化
局
に
と
っ
て
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
雇
用

主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
当
局
に
と
っ
て
決
し
て
強
力
な
統
制
手
段
で
は
な
く
、
現
実
的
に
世
論
の
期
待
を
背
負
っ
て
い
る
訳
で
も
・
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
情
が
、
移
民
政
策
お
よ
び
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
の
執
行
段
階
に
お
け
る
あ
る
種
の
特
殊
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
雇
用

主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
、
〆
ト
過
程
に
は
、
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
行
う
べ
き
執
行
機
関
そ
の
も
の
に
、
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l

ス
メ
ン
ト
を
妨
げ
か
ね
な
い
大
き
な
別
の
問
題
が
備
わ
っ
て
い
た
し
、
行
政
機
関
を
と
り
ま
く
社
会
的
状
況
に
も
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を

妨
げ
か
ね
な
い
問
題
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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説

(
1
)
前
会
期
の
原
案
と
比
較
し
て
法
案
∞
・
凶
巴
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
は
、
コ
一
回
目
以
降
の
違
反
雇
用
を
す
べ
て
パ
タ
ー
ン
化
も
し
く
は
慣
例
化

官
官
言
ヨ
。
『
同
v
g
n
z
n
o
)
と
み
な
す
旨
の
変
更
に
向
固
ま
っ
た
。
一
、

0
0
0
ド
ル
の
科
料
も
し
く
は
六
ヶ
月
を
超
え
な
い
禁
固
刑
、
ま
た
は
そ
の

両
刑
と
い
う
ペ
ナ
ル
テ
ィ
内
容
、
そ
れ
に
司
法
長
官
の
提
起
す
る
雇
用
差
止
命
令
請
求
訴
訟
の
規
定
に
変
化
は
な
い
。

上
院
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
内
容
よ
り
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
が
も
た
ら
す
社
会
的
影
響
を
重
視
し
て
い
た
。
法
案
∞
・
凶
唱
は
雇
用
、
王
〈
懲
罰
〉
制

度
に
基
づ
い
て
労
働
者
の
就
労
資
格
が
適
切
に
一
雇
用
主
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
、
大
統
領
が
都
合
三
年
間
、
こ
の
制
度
全
体
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
義

務
を
明
文
で
規
定
し
、
さ
ら
に
。
〉
。
(
。
g
R
巳
〉
2
0
5
5
問
。
B
S
一
連
邦
会
計
検
査
院
)
に
都
合
五
年
間
、
一
雇
用
王
〈
懲
罰
〉
制
度
の
導
入
を

理
由
と
し
て
雇
用
差
別
が
生
じ
て
い
な
い
か
を
レ
ポ
ー
ト
さ
せ
る
門
容
の
修
正
案
を
可
決
し
て
い
た
。
な
お
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
の
サ
ン
セ
ッ

ト
は
否
決
さ
れ
た
。
言
吉
言
凡
命
句
、
ミ
急
凡
$
包
s芯
勾

FA『守σヨきa巴s=札内
D巴
ミ
さ
戸
均
P偽§、Eq、ミ吋プ‘久叫『$F偽
ηむq主さ、

邑
K

瓜妥託凡法芯凡た『き凡s。=言ミむミ~Eむs=ミ札き.き『ミ凡

ε『々可ミてミ号凡R悶g宅E5hF.、喧混∞門号zの
g。ロ
晶
加
.
-
間
同
・
印
。
回
目
・
ニ
ナ
コ
(
呂
田
国
)
喝
、
9
2
S
E
a
-
〉
玄
関

2
・
固
と
「
〆
E
e
Z
5
2
〉
4
5
Z
〉
Z
U
Z
〉
4
5
3
巳
コ

〉
日
∞
F
開
。
窃
F
〉
司
〈
相
吉
田
↓
o
E
E
〉
z
u
m
戸
〉
叶
開
ロ
ロ
O【

u
d
y
h
開
有
国
・
3
3
'
S
∞
少
〈
c
一-N凶.0cn・
2
(否∞吋)・

他
方
法
案
国
-
m
G
Z
は
当
初
、
雇
用
主
の
三
回
目
の
法
違
反
に
対
し
て
は
三
、

0
0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
科
料
3
5
)
も
し
く
は
一
年
を
超

え
な
い
禁
固
刑
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
が
与
え
ら
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
た
。
上
院
に
提
出
さ
れ
た
法
案
中
の
条
文
と
の
差
異
は
そ
の
点
の
み

だ
っ
た
。
法
案
国
・
岡
山
・
3
5
は
そ
の
後
下
院
通
過
の
た
め
の
様
々
な
修
正
工
作
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
言
遺
伝
言
号
、
H
P
R
V
5
2
九
円
リ
q
a
旬
、
む
ご
ミ

ミ
3
R
民
間
色
、
宮
崎
込
町
h
ロ
ミ
H
p
m
M
5
2
さ
き
H
2
2
宣
言
旬
、
虫
色
、
F

河
A
V崎
町
内
h
w
g
A
宮
町
内
2
b
E
s
a
~
E
宅
久
志
向
内
3
5
h
H
H
2
2
H
E
甘
え
5
b
q
E
2
5
2
q

河
内
、
認
定
ミ
む
た
て
2
・
。
、
同
町
・
河
・
』
a
足
。
』
『
喜
S
Q
S
H
R
雪
国
同
A

守
司
誼
岳
、
H
h
山
内
。
ミ
持
品
〉
門
『
q
h
a
』
唱
句
lp
沼
市
山
門
町
内
。
ロ
加
・
戸
田
押
印
町
田
明
-
V
N
N
(
石
∞
3
・
耳
、
コ
ミ
町
弘
吉
』
〉
豆
開
回
目

回
〉
戸
J
F
ロ
F
H
玄
冨
問
。
同
〉
i
H
a
同
O
Z
〉
2
0
Z
〉
↓
-
o
Z
〉
「
コ
4
J
「
〉
門
リ
↓
∞
戸
開
。
阿
国
「
〉
-
4
一
〈
開
国
国
的
司
。
周
回
目
〉
Z
U
河
問
問
、
〉
」
『
開
。
。
。
内
包
玄
関
2
4
p
-申

J

ミ
ム
@
∞
少
〈
。
F
-
m
T
。
。
n
・
凡
即
日

(戸市
w

∞叶)・

(
2
)
ミ
巳
5
8
a
M
凶
E
M
∞
-

(
3
)
言
さ
旬
、

a
g
p
E活
む
え
む
ミ
さ
戸
河
町
、
2
3
『
『
宮
内
色
遣
亘
書
-u

。
E
H
E
同
』
宮
丸
町
内
s
q
円
、
さ
え
M
E
S
h
s
b
R
q
z
h
-
M
N
も
ミ
与
え
を
S
E
~
2
h

遺
言
ロ
ミ
守
之
内
宅
」
F

両
足
、
S
ロ
o
s
-
-

国

四

回

目

a.

(
4
)
E
E
m
-
〈
白
浜
ロ
ロ
L
M
H
R
A
可
ミ
言
語
九
旬
、
ミ
旬
。
司
、
否
定
是
認
?
と

C
口
、
〉
「
見
開
〈
・
ご
合
唱
ご
ま
ー
ヨ
(
-
遣
さ
・

(
5
)
外
野
よ
り
内
部
で
、
つ
ま
り
下
院
議
員
た
ち
の
聞
で
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
の
評
判
は
よ
く
な
か
っ
た
。
手
間
の
か
か
る
資
格
確
認
制
度
よ
り

も
、
現
行
連
邦
労
働
法
の
順
守
と
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
強
化
が
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
。
〉
。
は
諸
外
国
の
ぷ
ヨ
立
♀
2
8
5

.;:-1、
融可
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説号h
b岡

前
第

(
1
)
項
は
以
下
に
掲
げ
る
場
合
適
用
し
な
い
|

(〉)mw
曳
w
z
o
ロ
O
円
。
円
F
O
『
刊
ロ
巴
門
司
同
町
白
円
四
ヨ
立
。
『
開
門
言
。
。
。
『
時
四
垣
2
2
己
主
。
〕
B
w
p

三
人
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
労
働
者
を
一
雇
一
周
す
る
個
人
も
し
く
は
そ
の
他
企
業
、

(切)白勺mw『
8
R目
。
円
四
ロ
c
q
.
回
全
開
n
E
B
E
白
巴
。
口
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偶
人
も
し
く
は
そ
の
他
企
業
が
行
っ
た
そ
の
者
の
出
生
地
を
理
由
と
し
た
差
別
で
あ
る
が
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
O
三
条
の
規
定
が

対
象
と
す
る
個
人
も
し
く
は
企
業
お
よ
び
そ
の
者
に
関
す
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差
別
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も
し
く
は
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舎
E
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g
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=
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法
の
定
め
に
応
ず
る
目
的
で
な
さ
れ
る
外
国
人
籍
を
理
由
と
す
る
差
別
。
(
以
下
略
)

こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
出
生
地
(
E
E
o
s
-
E
包
ロ
)
や
外
国
人
で
あ
る
こ
と
(
巴
g
a
m
)
を
理
由
と
す
る
一
雇
用
差
別
は
移
民
に
関
す
る
不
公

正
な
一
雇
用
例
と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
公
民
権
法
の
カ
バ
ー
が
既
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存
在
す
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た
め
、
四
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以
上
一
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満
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労
働
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一
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す
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さ
れ
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受
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司
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が
あ
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す
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通
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。
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掲
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立
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日
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降
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い
か
な
る
人
も
し
く
は
そ
の
他
企
業
も
、
合
衆
国
内
で
一
雇
用
の

た
め
に
外
国
人
を
採
用
し
、
そ
の
雇
用
に
関
し
て
合
衆
国
内
で
就
労
資
格
が
な
い
外
国
人
で
あ
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と
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す
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。
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“(4) Defenses. -A person or entity that establishes that it has compiled in good faith with the requirements of subsection (b) with respect 

to the hiring， recruiting， or referral for employment of an alien in the United states has established an affirrnative defense that the person 

or entity has not violated paragraph (l )(A) with respect to such hiring， recruiting， or referral. 

~主主択制ーエ会4ポトQ-<..，;>....lv-当時J(; ミ~<-=1鰍込'。桜Iffi1KV ~1ffi1 -<(;I[JjjIl~(;{!玉21」が時総~'題~~... ~....J"'V ti ミf?<;ξ 三重E

J ν' 帯主も1K:1主張(ぷコ)型車(;{p.，i:Q:.よ{自己{!~.qo :t:主' 時J(;~長EE' 挙会'{ ..，;>....lv- ti~令:1::.E....l ν'-< ..，;>....lv-当時J(;~<-=1縦込組長(ー)

( <t:)型車工1~噴出Jν エゃエムJ:二小~.w~~~室、~吋!;誌がI'.Q"';)(;..\J-r令。。

“(b) Employment Verification System.-The requirements referred to in paragraph (I)(B) and (4) of subsection (a) are， in the case of a 

person or other entity hiring， recruiting， or referring an individual for employment in the United States， the requirements specified in the 

following three paragraphs: 

越えR嬬忠告量聴事組一糧事長(同)型車線(.-;) (凶)郎同'~事長(叩)廊(;{限定日吋時腿匪，川(;~鮮総..\J ti'-<..，;>....lv-~tV(;~(;

<-=1事保有己'。終回E早ノ|回避~(;{!:Q:1母子-Q~申込12長足' 題~~' ψ ....lv-士2嬰々が嶋監':::tiドー Lよ里震をトQll1~ :1{p.，i:Q♂￡記事解将!'i~課-r:

“(1) Attestation A白erExamination of Documentation 

細軍事楼槌巡(;賠樹一

“(A) 1n General. -The person or entity must attest， under penalty of perjury and on a forrn established or designated by the attomey 

General by regulation， that he has verified that the individual is eligible to be employed (or recruited or referred for employment) in the 

United States by examining-

緩宣言 -<..，;>....lv-当時J(;~(;~封縦士主'君主婦間味(;~塑毘 e ドに .;qム~'ò町潟~V血:1-'-6.c- tと吉正思5âHp.，i:Q♂与;..:...!' ..，;J....J'J芝生{同れJ

4二{!納税~~::;.ν' :::tiドー:1~'.::-1'.Q時四:1 0 エ ν' 時ト9榊~.qロ4浜田K 'P l[Jjj1l度(..，;>....lv- ~jm除却事， ..，;>....l\/士~I国製尽(;~令、主け 杓長

崎将11(*ゐ纏」ミ(i~ノエ母会会yf営憎令1'.Q{!:Q:1 '賠掃~!と.p..;望vν~...:苦心ぷエ。

“(i) an individual' s (1) United States passport， or (II) unexpi陀 dforeign passport， if the passpo目 hasan appropriate， unexpired 

endorsement authorizing the individual's employment in the Urited States; or 

時J(;時事(; (H) 刑事毛主~~終択しと総司令..，;>....lv-~同)~夜震E星空(;:;:丈回当{主総応援糸， Ij (; ~.qot起訴徐:長問~;:ポ&2!' .qOj終

毘Eや-M--<8 11l!豊臣、い;治 jc-\ø'-r-Q~~~安E豆K8鰍仰為母子。;、;:>....lV"~

経

~! 
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“(ii) a document described in subparagraph (B) and a document described in subparagraph (C). 

経理主総(凶)軍事~~区制収Jヰ二時細事事， ~吋~~巴~事長 (υ) 四日駆{回収J長崎制E察。

A person or entity has complied with th巴requirementof this paragraph with respect to examinatio日 ofa document if the document 

r巴asonablyappe訂son its face to be genuine. 

-<.，;l...J"V"当時JG ミヨ G<~事*ti' 制E 事事与己 zt再会斗同組早.J;♀時心4ロ慰12L41賠-Q♂ 4二時懸命'抑軍事 G楼幅制{I!:!-Q !'Q将軍事G協同終， J迫

0{!.，;lG.lJ-¥眠時。

“(B) Documents Evidencing Employment Authorization. -A document described in this subparagraph is an individual'sー

限度期総会Jt語!lf-\a-!'Q抑緊 -+H!草~~ドー~轄をご時制E緊寝台'むもJG榊G 腿E!f}依寝込J ~語!lf-\a-!'Q制E要事~持母

“(i) social security account number card issued by the Social Security Administration， 

記司同感醤II&1ll民俗!と式j<1目感魁桝E器物E怜校 .....--;L'

“(ii) certificate of birth in the Unit巴dstates or United States consular report of birth， or 

-40終回担制樹容制m.，;l...J"V" ti -4o~浜田腰骨題担制器4日制m' .，;l...J"V"士主'

“(iii) in the case of an individual without a socia¥ security card or a certificate of birth in the United States or a United States consular 

report of birth， any other identification acceptable to the Attorney General. 

1点目2長魁剣勝物ロト-R-::<'" -40~長田号制崩区仰， .，;l...J"V" ti -4o~浜田雁1H事担ヨヨ世保利E制Eゐ座制千ノ判Jヤエ~-40' 官制~{!!II~陪宮

崎選G-lIl軍令楓!lf蜘。

“(C) Documents Establishing ldentity of lndividual. -A document described in this subparagraph is an individual 's-

トヤ G抑G命令会}胤!lf令子。制国事事 1 -14-四~~い-u里~~I'(ð制E緑色'時JG榊 G -nltq司会Jft認!lf-\a-時制E富里~時時一

“(i) alien documentation， identification， and telecommunication issued by the Attorney General to aliens， or other identification issued by 

the attorney General to aliens who establish eligibi1ity for employment， 

官ガjlll民{凹Zhzf回-<~殺Jν釈!とがト(l:<京困-<~詞， -nlt q司梶$制m~吋~肘紘豆l閣制m' .，;l...J"V"士主『主税 III出血存己採;t-R娼長!=!~胤罫守眠時

王女困〈 L411実...Jì-'釈に炉心主~G-nlto:B胤!lf制m'

“(ii) driver's license or similar document issued for th巴purposeof identification by a State， if it contains a photograph of the individual 
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or such other personal identifying information relating to the individual as the Attomey General finds， by regulation， sufficient for the 

purpose of this section， or 

叩議十時F積極ぽ紘!;語'ペr-Qエさ主'時JG榊 Gluト細目、ρ --.J-v当時'G 蜘!.1堅守"，r-Q<険料理詳1<<J ~HJ心事1m事事.>0--.Jド， !と主当事EELiム~~官制

~~皿ゐ+t邸 G皿2E:」堕~.&--.J ν阪(R~ 時ト{l.>0需言明--.J.(!単~.qD' ミ主主当選さ釈にe 命令胤1J:F1<<J rm;g;!.1淑lとれqヰ.(!~t!l G 仰軍事'、;l--.J-v
今噌 F

“(iii) in the case of under 16 years of age or in a State which dose not provide for issuance of an identification document (other than a 

driver's license) referred to in ciause (ii)， documentation of personal identity of such other type as the Attomey General finds， by 

regulation， provides a reliable means of identification. 

獲 1~(型選!.1獲.;..!~骨二重科目， ""，.....)-v:l:!i豆(・ロ)型車!.1駆{同-¥O--r-Q (1IIl菰掛捌j訴時民合121;認印鑑-v)侭余胤罫抑照会l淑!とJぷ二三~G

語~.qD' 時'G~G絵4dL4 ム4 時喧!\G司胤1J:F樹園軍事長， IT古土足III組問G隠{J;.J1<<Jt寝::.Jν'に童話里民E芸!.1吋心~\'l正平崎11 ト{l+宍誕~里民~l(\J与む(l ""'G

.>01眠時。

“(2) lndividual Attestation of Employment Authorization. -The individual must attest， under penalty of perjury and on the form 

designated or established by the Attomey General for pu中osesof paragraph (1)， that the individual is a citizen or national of the United 

States， an alien lawfuliy admitted for permanent residences， or an alien who is authorized under this Act or by the Attomey General to be 

hired， recruited， or referred for such employment." 

思-<~1眠時 1援永畑孝~G賠胤-g雲〈士主'選li謡E株 G摺E空 e ドー'.;q吋まコ組長( .-;)型車 G{陀{i!.1吋玉〉官制~~皿長{限定時""'-.l-v:l:!

~{J;.J1眠時制E根拠隠ユ ν' 叩♂込+EII足並き榊""'--.J-v:l:!.qロ終E 回線2量殺栴'制{2 ti" 慣斑 !.l，耗起草単伎に}題~}ペト{lJ;丈困-<''''''--.J-v:l:!+t

灘、;l--.J-v:l:! fm世III出血!.1吋 ε5長距'除城、ρ --.J-v士H製æ: G~王〈宍会j れJヰご時処E縫 G~堅~ゃ{l JS丈困〈早J~ ト{l IJ .>0!.1('\oI\1J' 陪!;語、~~ヒ4ミや

vν:l:!~♂ヤエ。

(モト鋼管)

“(d) Penalties.一

臨富一

“(1) Civi¥ Money Penalty for Unlawful Employment， Recruiting， or Referral.一
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ー“(A)In General. -In the case of a person or entity which is detennined (after notice and opportunity for an administrative hearing under 

paragraph (4)(A)) to have violated paragraph (I)(A) or (2) ofsubsection (a) and whichー
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G\と童話事訴~l!卜吋必~r(l."p C .>J-þt(l。

“(ii) has previously been determined (after opportunity for a hearing under paragraph (4)(A)) to have violated either such paragraph， the 

person or entity shall be subject to a civil penalty of not less than $2，000， nor more than $5，000， for each unauthorized alien with閃 spect
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In deterrnining the level of sanction that is applicable under this subparagraph for violations of paragraph (1 )(A) or (2) of subsection 

(a)， determinations of more than one violation in the course of a single proceeding or adjudication shal¥ be counted as a single 

determination. 

iiii;~主張(伺)回線(ー) (~)郎、;l.....J-v当事長 (N) 廊.!畑区.....J.{..!."p G .>J~い'忠告当事紙C~寝込j送{J!<l-\眠時起E'
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“(B) Criminal Penalty for Pattern or Practice Violations. -In the case of a person or entity which has engaged in a pattern or practice of 
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も
し
く
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慣
例
化
し
た
違
反
に
対
す
る
刑
事
制
裁
l

人
も
し
く
は
企
業
が
、
前
掲
第

(
a
)
項
第

(
1
)
(
A
)
項
も
し
く
は
第

(2)
項
に
違
反
す
る
雇
用
、
供
給
、
も
し
く
は
紹
介
を
、
パ
タ
ー
ン
化
も
し
く
は
慣
例
化
さ
せ
て
い
た
場
合
、
人
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し
く
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企
業
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違
反
に
つ
き
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ル
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す
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。
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す
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介
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せ
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連
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司
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長
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め
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と
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く
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企
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暫
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差
止
命
令
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緊
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差
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命
令
、
も
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命
令
を
含
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請
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訴
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す
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反
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し
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に
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し
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用
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供
給
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し
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の
告
知
お
よ
び
機
会
を
経
て
、
前

(
1
)
項
に
違
反
し
た
も
の
と
決
定
し
た
場
合
、

一
つ
の
違
反
に
つ
き
一
、

0
0
0
ド
ル
の
行
政
制
裁
に
処
し
、
か
つ
前
項
に
違
反
し
て
受
領
し
た
い
か
な
る
取
得
物
も
労
働
者
に
返
還
す
る
よ
う

求
め
る
行
政
命
令
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
労
働
者
が
現
に
不
在
で
あ
る
場
合
、
返
還
物
は
財
務
省
一
般
予
算
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
す

る
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-m-詰
き
は
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用
主
が
確
認
す
べ
き
労
働
者
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
明
確
に
規
定
し
た
。
第
一
に
労
働
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
い
か
な
る

出
身
国
の
も
の
で
あ
れ
、
写
真
付
き
で
本
人
を
証
明
し
、
か
つ
合
衆
国
内
で
本
人
が
就
労
可
能
か
ど
う
か
記
録
さ
れ
て
い
る
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第
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に
(
パ
ス
ポ
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い
場
合
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労
働
者
の
就
労
資
格
を
証
明
す
る
も
の
と
労
働
者
本
人
を
証
明
す
る
も
の
両
方
で
あ
る
(
間
出
品
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)

(

同
)
(
〉
)
(
広
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そ
れ
ぞ
れ
の
証
明
に
必
要
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

aserSX3ay(O。
労
働
者
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
確
認

し
な
い
雇
用
主
は
、
違
法
雇
用
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
手
続
違
反
(
官
官
三
。
長
〈
F
o
g
s
ロ
)
を
問
わ
れ
、
行
政
制
裁
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
る
(
官
豆
、
丈
島
)
(
凶
)
)
。

外
国
人
の
違
法
一
雇
用
に
関
与
し
た
雇
用
主
は
、
初
回
は
違
反
人
数
一
人
に
付
き
一
、

0
0
0
ド
ル
以
上
二
、

0
0
0
ド
ル
未
満
の
行
政
制
裁
、
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反
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。
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恐
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ら
れ
る
(
刷
出
品
〉
(
m
X
M
)
)
o
h
還
さ
~
句
S
H
S
=
内
S
H
3
ご
耐
え
宮
崎
b
t
b
H
E
H
〉
至
宝
号
室
芦
辺
S
ミ
苫
宮
守
句
、
σミ
忌
内
M
E
守
円
。
ョ
宮
町
H
H
尽
き
吉
韮
売
さ
え
室
、

p
p
h
m
m
H
S
礼
宮
内
主
む
き
さ
と
』
宅
久
H
F
内
む
き
さ
H
2
2
H
E
?
、E
E
ロ
ミ
h
S
R
A
『
河
内
耳
2
2
E
E
H
u
g
h
h
均
.
凶
号
。
・
言
ヨ
お
さ
え
S
門
リ
2
3
~
ロ
ミ

h
h
h
a
』
凡
N
E
b
辺
、
山
道
S
A
S
S
H
F
事
同
町
内
U
C
ロ
加
Z
∞
m
g
-
M
∞
∞
・
3
(
右
∞
凶
)
守
号
、
2
3
H
R
S
』
〉
玄
E
-
u
-
∞
〉
F
J
へ
e
E
L
F
-
E
o
m
〉
d
o
Z
〉
Z
U
Z
〉
4
H
O
Z
〉
「
司
J
『

〉
η
吋
山
山
戸
開
。
四
回
「
〉
己
〈
開
国
間
同
叶
。
間
同
開
臼
〉
z
u
m
開
問
、
〉
叶
開
U
U
。
ncv品開Z吋印e-喝、叫吋目}唱∞少〈o--myucn・岱∞(】唱∞吋)・

(
日
)
法
案
国
-
m
-
u
o
g
は
新
し
く
官
豆
回
項
と
し
て
d
=
E
こ
g
E
m
E
5
ロ
B
m
n
E
E
m
ヨ
立
ミ
B
g
円
(
移
民
に
関
す
る
不
公
正
な
雇
用
)
ョ
を
規
定
し

た
。
雇
用
主
は
採
用
、
紹
介
に
あ
た
っ
て
労
働
者
個
人
の
出
生
地
(
ロ
皇
自
己
吉
恒
三
や
市
民
権
を
申
請
中
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
労
働
者
を
差

別
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。
差
別
を
受
け
た
と
考
え
る
労
働
者
は
特
別
評
議
局
(
印
駕
巳
白
-
n
C
E
R
-
-
)
に
告
発
(
m
g
E
岳
民
間
四
)
が
出
来
る
。

評
議
局
は
調
査
の
上
告
発
を
受
理
す
る
か
否
か
を
決
定
し
、
不
公
布
な
雇
用
に
関
与
し
た
雇
用
主
に
対
し
て
、
行
政
法
審
判
官
(
邑
E
E∞B
E
g

-
担
当
官
企
伺
)
の
下
で
聴
聞
を
行
う
。
関
与
の
事
実
が
明
ら
か
な
雇
用
主
に
は
、

ω以
降
三
年
間
皇
〉
官
記
〉
(

σ

)

(

就
労
資
格
確
認
規
定
)
を
順

守
し
、

ω就
労
資
格
証
明
書
類
の
保
持
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
同
差
別
を
受
け
た
労
働
者
の
再
一
雇
用
命
令
並
び
に
パ
ッ
ク
ペ
イ
支
払
い
命

令
と
、
制
差
別
さ
れ
た
労
働
者
一
人
に
付
き
一
、
0
0
0
ド
ル
を
超
え
な
い
行
政
制
裁
の
支
払
命
令
が
与
え
ら
れ
る
。
言
き
，
旬
、
む
き
芯
む
ミ
ミ
b
s
h

t
h窓
口
N
皇
室
、
5
2
&
3
2
2
・
司
2
3
.
z
h
h
r
守
ミ
H
E
同
M
S
円
。
ョ
亘
書
問
b
z
言
豆
、
E
q
p
p
p
h
判
定
伊
む
芯
弘
吉
町
内
ミ
ミ
S
3
b
之
b
宅
久
『
岳
町
内
。
、
誼
若
宮
町
内
2
2
志向

』
宮
九
九
三
b
ミ
足
。
E
h
内
久
河
町
、
「
2
2
『
む
と
て
員
室
町
・
勾
・
I
W
2
0
・
言
、
昌
九
旬
、
む
と
S
E
ミ
ミ
b
ミ
ト
同
h
a
E
S
S
E
ヨ
き
え
き
2
2
・
3
§
2
2
加
・
z
p
z
-
N
3
4
2
凶

(
右
∞
凶
)
・
「
町
、
ミ
=
R
A
S
』
〉
p
h
開
山
山
何
回
〉
-
F
J
へ
ゆ
回
目
戸
間
宮
玄
-
。
同
〉
J
2
C
Z
』

Z
U
Z
〉
斗
目
。
Z
〉
巴
↓
J
「
〉
【
リ
寸
∞
「
開
。
目
印
「
〉
叶
同
〈
開
Z
Z
4
。
回
目
開
印
〉
z
u
m
開
「
〉
叶
開
。

。。円リdgg『『臼・-由、司、ァ-甲山山内
F

〈
O
一一∞・0on・郡山町三唱∞吋)・

(
ロ
)
こ
れ
に
は
前
会
期
で
採
択
さ
れ
た
修
正
法
案
の
影
響
が
あ
る
。
下
院
は
ほ
ぼ
全
会
一
致
の
四
O
四
対
九
で
フ
ラ
ン
ク
(
回
〉
m
z
目
、
2
2
Z穴
)

下
院
議
員
提
案
の
修
正
条
項
を
採
択
し
た
。
そ
の
内
容
は
差
別
救
済
を
目
的
と
す
る
特
別
委
員
会
(
名
2
E
8
5
8
3
を
司
法
省
内
に
設
置
し

て
、
出
生
地
や
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
一
雇
用
差
別
を
受
け
た
労
働
者
の
告
発
を
受
け
、
特
別
委
員
会
と
開
問
。
内
(
平
等
雇
用
機
会
委

北i1;54(5・48)1592



的
品
目
円
(
町
一
了
目
)
申
白
川
相
~
』
一
川

1m.側;Equal Employment Opportunity Commission) 士γ 援制宗京電蜘e説惚告や-'J illll&; !1~lIド.-J..:..! I目星座州どに童話事誕 C 1Þ<~

4g.4F-~1Iト吋時，入 ~1ト..::(~君主織がI'(lよJ'; 小""C~ ('.;..!o -.tI n燃 :'::Hl::!f!;IIH何~C~ポエミ丈回-<~."，Io'緩や時のど。ト!ト入、 ti ."，将点

、と IIl!要度護側!1区令子.Q-E-~皿n;<\同 (the Subcommittee on the Employment Opportunity) C官、，¥てーや， H.R.l51O C送金同脈注蛍三J

~1Iト」ν エ ';"!C~-%' I'(l。

(~) Immigration Control and Legalization Amendments， Hearings before the Subcommittee on Immigration， Refugees， and Intemational 

Law of the Committee on the Judiciary House of Representatives， on H.R.3080， lmmigration Control and Legalization Amendments， 

supra note 10， at 4 (testimony of Edwin Meese III， Attomey General， Department of Justice) 

(ヱ)ld. at 56-71 (testimony of Thomas R. Donahue， Secretary-Treasurer， American Federation of Labor and Congress of Industrial 

Organizations). 

(~) Anti-Discrimination Provision of H.R.3080， Joint Hearings before the Subcommittee on lmmigration， RφIgees， and lntemational Law 

of the Committee on the Judiciary House of Representatives and Subcommittee on lmmigration and Refugee Policy of the Committee on 

the Judiciaη United States Senate， on H.R.3080 Anti-Discrimination Provision of H.R.3080， 99th Cong. 1st Sess. 1-4 (1985)， reprinted 

in JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATION AND NATIONALITY Acrs LEGISLATIVE HISTORIES AND RELATED DOCUMENTS， 1977-1986， 

Vo1.23， Doc.80 (1987). 

(:=!) See， Michael A. Scaperlanda， The Paradox of a Title: Discrimination within the Anti-discrimination Provisions of the lmmigration 

Reform and Control Act of 1986，1988 WISCONSIN L. Rev. 1043， 1048-54 (1988)，:æ長~ rトス:::---RC:;:丈困〈氷寧蜘.1 (eF旧制E但'

iミ~1 叶) 1111~- 1 g]j 1}眼。

(口)陸士道線 S.12001H.R.381OC司令腿担制〈鎖臨〉憲性!:!ti -\ti~~ 1 心シゃ穏やさや-R ('.;..!O~さ吋包さ問尽士話線 S.1200 !1士主， ~，択持耳

生包C楼聴会J.-J.{:王エ例制武田〈称J g]-<~.L\ ITh製畏寺弘子。腿æ:.H-\ !1'償却11G型æ:~梨{同 (presumption) がやQムJ ，;小吋1\-~-0曜明治

時 ('.;..!O 131 CONG. REC.， No.70， S7041 (1985) 

毒~Ht;:泌総H.R.38 1O C腿座制 <~~i;布>~脳会j端。 νlι鑑.g:: ~ti中入、，入 m 入よJ .-J ν自主僻事総会J~挙区い母会開会~継総桐~

鰭纏.-J¥J :二七。 lmmigrationReform and Legalization Amendment of 1986， Report of the Committee on the Judiciaη. House of 

Representatives， on H.R.38/O， H. Rept. 99-682， pt. 2， at 11 (1 986). 巡斗置土話帳C醍度判〈鎖臨〉事並区以雌""-I<~.{:若洲瞬(ゐ惚~.\'1J
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説論

れ
る
こ
と
に
な
る
。
違
法
一
雇
用
に
関
与
し
た
雇
用
主
に
与
え
る
初
回
の
行
政
制
裁
の
算
定
最
低
額
は
、
法
案
∞

--Mg
が
た
つ
た
の
一

0
0
ド
ル

な
の
に
対
し
、
法
案
国
河

-MEC
は
最
低
一
、

0
0
0
ド
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
己

-
n

。zc
-
m
R
J
Z
0・斗
0・
2
0
S
(石
∞
凶
)
岨
言
吉
元
ミ
た
き
河
内
も

3

2
ぇ

t
h
b
E
N
E
q
s
b遣
問

ZRH52『
応
、
右
畏
河
町
、
qミ
ミ

HE内
む
亘
書
凡
H
H
2
2
H
Z
甘え町内向む

3Jhhq室
内
ミ
河
内
耳
2
2
S
H
H
5
F
S
見
お
・
出

EeZ-知
名
門
事
sgM咽

-
u
F
-
-
ム'凶(}唱∞品)・

(
凶
)
一
九
八
六
年
河
内
〉
が
規
定
す
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
法
定
犯
に
順
ず
る
違
法
行
為
を
一
つ
、
そ
れ
に
禁
止
規
定
を
三
つ
ほ
ど
定
め
て
、

違
法
行
為
に
関
与
し
た
雇
用
主
官
官
a
S
2
。昏
2
2
E可
)
に
対
し
て
サ
ン
夕
、
ン
ヨ
ン
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
違
法
行
為
と
は
、
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
と
知
り
な
が
ら
雇
用
、
有
料
で
供
給
(
『
2
5同:
-
e
z
p
m
)
、
有
料
で
紹
介
(
『
m
p
z
c
z
r白)

す
る
こ
と
、
並
び
に
外
国
人
の
雇
用
後
に
そ
の
外
国
人
の
就
労
資
硲
が
な
い
(
あ
る
い
は
就
労
資
格
が
な
く
な
っ
た
)
と
知
り
な
が
ら
雇
用
を

継
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
河
内
〉
抑

5
-
g
-
n
E
B
m
S
2
2〉
切
手
〉
(
∞
巴
・
∞

-
n
m
E
E
B
)
(陪)(】)(〉)白
E
(陪
)(M)(-遺品)・

こ
の
規
定
に
違
反
し
た
雇
用
主
に
は
、
違
法
雇
用
の
中
止
命
令
と
と
も
に
外
国
人
一
人
に
つ
き
初
回

8
二
五
O
以
上

S
一、

0
0
0
未
満
、
違

反
を
重
ね
る
と
一
人
に
つ
き
最
高

8
一
O
、
0
0
0
の
行
政
制
裁
(
口

E
J
g喜
三
が
与
え
ら
れ
る
o

-
河
内
〉

m
-
o
-
s
e
g
e虫
色
宙
望
〉
額
出
品
〉

(∞C-∞

-n・忠一己
N
h
g
)
(
伺)(品)(〉
)

(

F

Y

(

三
)
(
}
A
U
M
W
A

凶)・

さ
ら
に
パ
タ
ー
ン
化
ま
た
は
慣
例
化
官
官
5
5
2
胃
2
5
0
)
し
た
違
反
行
為
に
関
わ
る
一
雇
用
主
に
は
、

8
三、

0
0
0
未
満
の
科
料

(25)

も
し
く
は
六
ヶ
月
を
超
え
な
い
禁
固
刑

(
5
-
M
E
s
s
g円
)
、
ま
た
は
そ
の
両
刑
が
刑
事
罰
と
し
て
謀
せ
ら
れ
る
o

局
内
〉
抑

5}(釦)唱

n
a
s
a
g

同Z
〉剛一
NJX〉
(
∞
C
・
凶
・
。
-m-
凶一M
品開戸)(叫)(-)(戸市
v
m
w
a
)

こ
の
ほ
か
に
一
雇
用
主
に
対
す
る
禁
止
規
定
が
用
意
さ
れ
た
。

第
一
に
、
い
か
な
る
者
で
あ
っ
て
も
そ
の
就
労
資
格
を
確
認
せ
ず
に
一
雇
用
、
も
し
く
は
有
料
で
供
給
、
紹
介
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。
一
雇

用
主
は
労
働
者
を
一
雇
一
周
す
る
に
際
し
て
別
途
列
挙
さ
れ
た
身
元
証
明
と
就
労
資
格
証
明
が
可
能
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
呈
示
を
受
け
、
そ
れ
を
修

認
し
た
旨
の
書
式
(
同
七
)
を
作
成
保
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
河
内
〉
副

}
C
-
g
e
n
c
&
m
a
g
-
Z〉
抑
M豆
〉
(
∞

H・H-∞門川・副}凶
N
品目)(釦)(-)(切)

(
}
混
血
)
・
違
反
す
れ
ば
事
務
手
続
上
の
違
反
(
宮
司
刊
『
君
。
兵
三

O
E
5
=
一
と
し
て
一
人
に
つ
き

8
一
O
O
以
上

8
一、

0
0
0
未
満
の
行
政
制
裁
が
謀

せ
ら
れ
る
。
同
河
内
〉
抑
呂
田
(
S・
8
色
白
色
町
広
岡
Z
〉
瑚
当
h
k
p
(
∞
ロ
∞

-n・8L凶
M
A
P
)
(
白)(凶)(}混血)・

第
二
に
、
雇
用
、
有
料
で
の
供
給
、
紹
介
に
あ
た
っ
て
損
害
填
鵠
保
証
金

(zangヨ
q
g
E
)
を
労
働
者
に
課
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。
雇

用
主
が
行
政
制
裁
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
の
た
め
に
労
働
者
か
ら
行
政
制
裁
金
額
に
相
当
す
る
保
証
金
を
預
か
る
行
為
を
規
制
し

北i:!;54(5・50)1594
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的
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凶
)
混
税
特

;ê..!E;;~~..Q O IRCA ~JOl(a)， codified as INA ~274A (8 U.S.c. ~1324a) (g)(1) (1986). 'J~ 斗蝿区令時心感f:語〈判明1使命争心ムJ ..，;J

:11-<以や約時 1'OOO~会E;;~と古当事訴為-4~~&ヰ二時。 IRCA ~IOI(a)， codified as INA ~274A (8 U.S.c. ~1324a) (g)(2) 

(1986). 

総 111:1'1腿a::' ~:，j主~E;;題~~，. ~~ミ :1~;ê..!(\ ν余毒霊榊(桜ホJ何年ε E;;-í:ポエ z江田11-<今記録-v) E;;迫制草書偽j 割但-'J-\小崎縦長:1~

4ミ(¥;ê..! 1腿度判!1 :~:f. えR毒霊栴E;;者探司.~-4F- ( order) モト:1!と定当事紙E;;+対話-4~-41匹込骨自制4二時 'J -'J~崎心。尽国土:2 1 -<!..よ 0o¥¥lJ由 1'0 

00*獲， 11田町Z三位当時11'000，十制定E;;lよ=官当事帯話題ゐJ11E垣-¥'lJ認。o IRCA ~102(a)， codified as INA ~~274B (8 U.S.C. 

~~1324b) (g)(2)(B)(iv)(l)ー(Il)(1986). 

(~) 1 C.F.R. s 305.72-6， recommendation AI-3 (1972)， available in Recommendations of the Administrative Conference of the United 

States， ABA Administrative Procedure Database， Florida State Law University (visited May 27， 2001) <http://www.law.fsu. 

edu/library/adminlacus/305726.html >. 
(日)ld. recommendation B. 

(お) 氷越をIlllK 早ノ ti$皿~同b京電霊堂~il@:i己， <..:(同えR毒霊欄提ト士道Gì-ã:{R'1酢..Q lぶ主当事訴 G訴に鑓E語、{<J唱とや ν エ ;ê..! 首j!I~為'DE:全事歪肖~

話KG 幅譲士~-'J..，;J i込-v'と童話事総:1区ド..Qr{入ト令 -K 穴入ム追手足込zr活:1ElF♂会:1杓与ヰ..Q:1 ti 'SCIRP E;; K主1¥"トムモー

ι会1稔どのvνti-i:苦心ぷ会 (¥;e..!O United States Select Commission on Immigration and Refugee Policy， U.S. immigration policy and 

the national imerest， Appendix E to the Staff Report of the Select Commission on Immigration and Refugee Policy， Papers on !llegal 

Migration to the United States， at 265-67 (1981). 

(~) IRCA ~J0 1(a) ， codified as INA ~274A (8 U.S.c. ~1324a) (η(1) (1986) 

(~) U.S. Department of Labor， Enforcement of Employer SancfIo町 forEmployment of Undocumented Aliens (1980)， available in United 

States Select Commission on Immigration and Refugee Policy， U.S. immigration policy and the nafIonal imerest， Appendix E to the Staff 

Report of the Select Commission on lmmigration and Rφ1gee Policy， Papers on Illegal Migration to the United States， at 257-268 

(1981). 

(;;:5) Notre Dame University Law School， Employer Sanctions Research Study (1980)， available in United States Select Commission on 

Immigration and Refugee Pol町 ，U.S. immigration policy and the national interest， Appendix E to the Staff Report of the Select 
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説

内
リ
也
、
=
ヨ
h
h
h
凡
2
2
h
ヨ
ヨ
凡
旬
、
ミ
芯
湾
民
、
耐
え
均
も
お
号
、
u
q
ロ
ミ
・
、
R
H
湖
町
、
h
q
s
h
~
~
町
一
窓
~
ミ
Q
S
H
町
内
混
同
q
H
E
C
ミ
H偽
札

M
H
b
H
a
L
同
法
∞
吋
凶
。
(
-
。
∞
}
)

(
お
)
同
河
内
〉
仰
5
-
s
-
B
e
m
a
g
盟
〉
諒
当
h
H
K
F
(
∞
C
-
∞
《
リ
・
拐
己
区
山
)
(
冊
)
(
品
)
(
〉
)
(
同
)
人
E
)
(
】
翼
手
同
時
に
違
反
行
為
は
三
回
程
度
な
ら
ば
刑
事
制

裁
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
非
難
可
能
性
も
し
く
は
〈
違
法
性
〉
も
留
保
さ
れ
て
い
る
。
河
内
〉
m
-
2
(
白
)
唱
g
a
s
a
g
-
Z
〉

E
N豆
〉
(
∞
C
・
∞
・
内

一町一
一
-
u
N品同)(時){】)1(M)(】唱∞品)・

(
お
)
一
九
八
六
年
法
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
法
施
行
後
、
都
へ
口
三
年
間
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
報
告
を
連
邦
会
計
検
査
院
(
。
〉
O
)

に
義
務
付
け
た
。
会
計
検
査
院
は
凶
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
が
充
分
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
、
倒
衆
国
籍
者
並
び
に
合
衆
国
市
民
権
者

及
び
国
内
就
労
資
格
者
ら
が
雇
用
さ
れ
る
際
、
雇
用
差
別
が
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
な
い
か
、
制
雇
用
主
が
労
働
者
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
不

必
要
な
法
的
義
務
を
強
い
ら
れ
て
い
な
い
か
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
。
同
河
内
〉
色
。
丈
白
)
咽
n
a
s
a
g
-
Z
〉
抑
N
豆
〉
(
∞
ピ
・
印
・
内
・
-
U
E
白
)

C

)

(

戸)

(
苫
∞
小
)
仮
に
雇
用
現
場
で
差
別
が
恒
常
化
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
会
計
検
査
院
長
は
雇
用
差
別
の
パ
タ
ー
ン
化
を
公
式
に
認
定
し
、
会
計
検

査
院
は
雇
用
差
別
の
状
況
と
雇
用
差
別
の
解
消
に
向
け
た
改
善
案
等
を
報
告
内
容
に
付
記
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
会
計
検
査
院
の
報
告
書
は

連
邦
議
会
と
特
別
調
査
委
員
会

(grr5)
に
送
致
さ
れ
る
。
可
法
長
官
を
陣
頭
に
公
民
権
委
員
会
議
長
(
吾
m
g
島
g
g
o
ご
F
m
p
s
E
?

巴
g
g
c
i
-
ロ
加
宮
)
と
平
等
雇
用
機
会
委
員
会
議
長
は
い
わ
ゆ
る
タ
ス
ク
フ
ォ

l
ス
を
構
成
し
、
報
告
書
の
内
容
を
受
け
て
雇
用
差
別
の
是
正

の
た
め
に
〈
懲
罰
〉
制
度
を
い
か
に
改
善
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
廃
止
す
べ
き
か
を
提
案
内
容
と
す
る
報
告
書
を
連
邦
議
会
に
提
示
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
同
河
内
〉
m
-
2
(
即
)
-
B
e
m
a
g
-
Z
〉
窃
S
A
F
P
(
∞
C
・
∞

-n・
窓
口
忠
P
)
(
}
)
(
M
)
司
令
)
(
】
混
血
)

こ
う
し
て
連
邦
会
計
検
査
院
と
特
別
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
報
告
に
よ
っ
て
、
連
邦
議
会
は
し
か
る
べ
き
期
間
の
間
に
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉

制
度
の
是
正
を
目
的
と
す
る
立
法
的
対
応
を
講
じ
、
そ
の
時
点
で
同
河
内
〉
に
よ
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
は
効
力
を
失
う
の
で
あ
る
。
河
内
〉

抑戸()戸(白)咽円。島mma即日同守山〉抑一
N

斗
品
〉
(
∞
己
・
∞
の
-
m
己
M
A
g
・
)
(
-
)
(
-
)
(
】
双
山
色
)

(
幻
)
仮
に
連
邦
会
計
検
査
院
や
特
別
調
査
委
員
会
が
広
範
な
差
別
パ
タ
ー
ン
を
認
定
し
た
場
合
、
そ
の
因
果
関
係
を
見
極
め
た
上
で
適
切
な
代
替

案
を
検
討
提
案
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
河
内
〉
は
、
す
べ
て
の
〈
懲
罰
〉
規
定
が
効
力
を
失
い
新
規
定
に
効
力
を
譲
る
旨
以
外
の
規
定
を

備
え
て
い
な
い
。
河
内
〉
抑
】
2
(
白
)
ゆ
g
e
m
a
g
-
Z
〉
申
出
品
〉
(
∞
C
・
お
の
・
包
凶
M
合
・
)
(
-
)
(
-
)
(
-
温
岱
)
・

(
拘
)
同
河
内
〉
制
呂
】
(
白
)
(
凶
)
(
苔
∞
品
)
・

(
却
)
河
内
〉
笠
宮
(
曲
)
ψ
g
e
m
a
m
協
同
日
4

〉
峨
M
豆
〉
(
∞
d
-
∞
・
の
-
m
]
凶
区
酎
)
(
目
)
(
戸
)
(
〉
)
(
苫
ま
)
・

(
初
)
同
河
内
〉
掛
目
。
同
(
釦
)
e
B
e
m
a
g
H
Z
〉
m
M
J
X
〉
(
∞
巴
・
臼
・
の
-
m
】
凶
一
M
ム
mw)三)(】)(切)(】遺品)・

論

北法54(5.52)1596 



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

(
引
)
同
河
内
〉
色
。
}
(
釦
)
-
n
o全
3
m
a
g
-
Z〉一町一
N
J
?
?
P
(
∞
己
的
。
・
副
】
M
M
合同
)
(
F
)
(
M
)
(

一甲山

we・

(
犯
)
∞

C-
∞
・
内
・
副
ニ
。
凶
(
白
)
(
-
混
叶
)
・
移
民
国
籍
法
第
一

O
三
条

(a)
は
、
司
法
長
官
の
絶
対
的
な
執
行
権
限
と
責
任
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
権
限

と
責
任
は
大
統
領
、
国
務
長
官
、
国
務
省
職
員
、
外
交
官
お
よ
び
領
事
官
も
分
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
限
と
責
任
に
よ
っ
て
移
民
法
の

執
行
機
関
が
具
体
化
す
る
。
本
文
で
述
べ
た
通
り
、
移
民
法
の
代
表
的
な
執
行
機
関
は
司
法
省
移
民
帰
化
局
で
あ
る
が
、
そ
の
他
国
務
省
や
労

働
省
、
社
会
保
険
福
祉
省
下
の
各
部
局
及
び
各
行
政
機
関
が
執
行
に
関
与
す
る
。
ア
メ
リ
カ
移
民
法
の
執
行
機
関
に
つ
い
て
は
次
の
資
料
が
参

考
に
な
る
。
川
原
謙
一
『
詳
細
ア
メ
リ
カ
移
民
法
』
(
信
山
社
、
一
九
九
六
年
)
二
五
頁
、
布
井
敬
次
郎
『
米
国
に
お
け
る
出
入
国
及
び
国
籍
法

一
上
巻
〈
解
説
編
〉
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
)
四
七
l
六
回
頁
。
な
お
国
務
長
官
の
権
限
と
任
務
だ
け
は
同
法
の
条
文
規
定
で
詳
し
く
定
め

ら
れ
て
い
る
。
∞
C-
∞
-n・ゆご。品(白)(】唱甲小)・

(
お
)
迂
・
申
=
。
凶
(
円
)
・

(
但
)
迂
・
抑
-
M
M
S
(巾
)
(
M
)
(
〉)(-唱∞品)・

(
お
)
移
民
帰
化
局
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
は
次
の
資
料
を
参
考
に
し
た
。
玄

2
2
「・∞

5
5・
E
5
h
gミ
2

2弘
之
む
宣
言

~ggs~町
内
ミ
町
内
・
ミ
〉

国-∞叶
O
間同【リ〉「。己目。開
4
0
4
回
開
己
・
∞
・
。
。
〈
開
問
Z
Z
開Z
戸一明。凶'∞(。目。『伺
m
H
町内ロユ
E
P
白色
L
唱唱閉山)・

(
お
)
同
河
内
〉
一
2
0戸

(

担

)
-
n
。m
丘町四円四回目
H
Z
〉蜘一
N
J
X
〉
(
∞
C
・印・【リ・制己
MAHM凶
)

C

)

(

一)(〉)(一沼町甲小)・

(
幻
)
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
下
で
の
キ
ュ
ー
バ
革
命
反
対
派
難
民
の
受
け
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
「
フ
リ
ー
ダ
ム
・
フ
ラ
イ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
一
年
に
か
け
て
お
よ
そ
二
四
六
、

0
0
0
人
も
の
キ
ュ
ー
バ
難
民
が
ア
メ
リ
カ
に
押
し
寄
せ
た
。
一
九

七
五
年
以
降
は
フ
ォ
ー
ド
政
権
が
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
を
受
け
入
れ
た
。
こ
う
し
た
難
民
受
入
れ
は
す
べ
て
司
法
長
官
の
特
別
措
置
と
し
て
処
理

さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
は
政
治
的
難
民
の
受
入
れ
を
通
じ
て
自
由
で
安
全
な
資
本
主
義
国
で
あ
る
こ
と
を
強
く
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
一
九
八
0
年
代
に
至
っ
て
カ
l
タ
l
政
権
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
難
民
や
偽
装
難
民
の
受
入
れ
問
題
に
悩
ま
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
カ
リ
ブ
諸

島
と
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
ボ
l
ト
ピ

l
プ
ル
は
急
増
し
、
特
に
キ
ュ
ー
バ
政
府
が
マ
リ
エ

l
ル
港
か
ら
フ
ロ
リ
ダ
半
島
へ
送
り
込
ん
だ
二
一
O
、

0
0
0
人
も
の
棄
民
「
マ
リ
エ

l
ル
ボ

i
ト
」
ピ

l
プ
ル
は
、
政
治
犯
よ
り
も
窃
盗
犯
や
麻
薬
犯
罪
者
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
カ
l
タ
l
は
人

権
外
交
を
提
唱
し
て
い
た
手
前
、
こ
う
し
た
人
々
を
難
民
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
九
八
O
年
、
移
民
法
の
改
正
に
よ
っ
て

難
民
受
入
れ
枠
は
年
間
五
O
、
0
0
0
人
に
広
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
大
統
領
が
非
常
事
態
を
認
め
た
場
合
は
さ
ら
に
受
入
れ
枠
が
広
が
る
よ
う
規
定

さ
れ
た
。
'
同
町
四
曲
目
Z
〉
窃
M
C
斗(白

)

(

}

)

h

w

(

σ

)

(

-

)

t

(

凶)(∞
C-
∞
-n
忽
ニ
ヨ
(
白
)
(
ご

h

w

(

σ

)

(

一)B
(

凶))土器。)・
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説白命

ア
メ
リ
カ
社
会
の
難
民
す
な
わ
ち
「
新
移
民
」
へ
の
対
応
に
関
し
て
は
、
次
の
資
料
が
参
考
に
な
る
。
小
代
有
希
子
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
移
民
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
第
八
七
号
(
一
九
八
八
年
)
七
二
八
九
頁
。

(
お
)
E
S
E
E
-
見
2
2
h
H
E
町
内
事
ミ
豆
町
ミ
ヨ
E
5
3
『号、
5
3
5
2
2
2
b
宣
言
~
5
5
3
同
町
、
J
A
R
L
3
4
E
F
E
2
2
4
5
4
E
5
4
E

回
〉
z
n
d
。
Z
2
高
百
玄
思
有
〉
己
o
z
・
-
Y
A
2
2
.
〉
Z
U削

G
E
E
-
M
凶
い
吋
(

i

壬
n
z
a
明
F
o
p
-
由
主
)
・

(
却
)
宮
内
国
〉
開
F
E
M
ハ
待
問
》
〉
ピ
円
、
吋
-
E
F
H
Z
明
。
同
Q
Z
。
開
室
戸
。

J

「
開
問
的
〉
Z
2
4
5
Z
B【

U
F
P
F
E
Z
O
開
印
h
p
z
o
∞
叶
同
〉
J

「
開
。
胃
回
忌
。

(
]
3
5・

(
刊
)
U
S
E
-
穴
・
門
川
F
g
-
ミ
~
町
、
町
円
H
q
q
h
N
h
H
R
h
b
h
ミ
s
n
t
H
内
き
て
?
同
島
忠
之
戸
由
凶
ペ
〉
E
H
h
・
』
-
r
z
m
弁
斗
宮
、
2
2
遣
。
)

(
引
)
宮
田
町
立
国
〉
・
居
住
唱
。
、
31町、同色町民毛色、4b332員、~qyqFbsnHMH君、83・均史叫=同色〉円H-∞一叶内。「
C
玄
回
目
〉
「
-
m
開
〈
∞
コ
・
∞
M
沼
(
-
。
∞
斗
)
・

(
位
)
一
九
八
六
年
法
以
前
の
移
民
法
は
、
移
民
帰
化
局
の
職
員
に
部
分
的
に
令
状
な
し
の
活
動
権
限
を
与
え
て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
場
合
で
あ
る
。

川
合
衆
国
内
に
滞
在
ま
た
は
居
留
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
外
国
人
ま
た
は
外
国
人
と
確
信
さ
れ
る
人
物
の
尋
問
、
山
入
国
規
定
違
反
お
よ
び
逃

亡
に
関
す
る
現
行
犯
逮
捕
、
川
規
定
に
基
づ
く
国
境
付
近
で
の
捜
索
と
私
有
地
の
立
入
、
そ
し
て
同
移
民
法
お
よ
び
移
民
法
以
外
の
規
定
に
よ

る
重
犯
罪
容
疑
者
の
逮
捕
と
容
疑
者
の
引
渡
で
あ
る
。
H
Z
〉
按
N
∞
ヨ
'
∞
C
-
∞
・
の
・
貌
ロ
ヨ
)
(
曲
)
E
(
ι
)
(
這
∞
M
)
・

(
羽
)
と
き
に
は
「
明
視
の
法
理
(
司
E
ロ

i
g

仏

o
n
E
E
)
」
|
令
状
に
基
づ
い
た
捜
索
物
と
探
索
現
場
か
ら
見
え
る
範
囲
で
、
証
拠
物
の
捜
索
押
収

を
令
状
な
し
で
行
う
権
限
ー
に
よ
っ
て
、
正
当
な
捜
索
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
明
視
の
法
理
は
事
実
上
、
尋
問
・

捜
査
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
移
民
帰
化
局
の
手
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
移
民
帰
化
局
は
、
外
国
人
の
不
法
就
労

者
と
思
え
ば
誰
で
も
手
当
た
り
次
第
に
尋
問
を
行
い
、
捜
査
中
な
ら
「
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
(
E包
5
5
E
可
)
」
な
ん
で
も
証
拠
品
と
し
て
押

収
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
こ
0
8
Z
〉
・
出
向
--L号
、
む
き
完
全
忌
同
∞

3
・

(
叫
)
回

Z
n
r
5
-
明言
5
0
0
内
宮
丸
〈
-
n
g
E
-
0
・
S
由
明
E
-
N
-
-
w

一MM
M
(
U
門
川
内
町
・

3
∞
3
・

(
拓
)
』
白
目
。
=
同
ロ
時
g
p
h
苦
言
口
。
お
凶
∞
唱
曲
円
以
斗
・

(必
)
h
h・

(
円
引
)
。
-
E
g
〈
C
E
R
w
a
m
g
g
p
h
相
会
凶
己
的
・
コ
。
(
右
∞
ム
)
・

(
刊
)
ミ
・
巳
-
∞
}
・

(
刊
)
C
E
門
旦
∞
g
g
d
R
-
玄
室
E
m
N
E
m
コ
タ
お
∞
C
-
∞
・
2
凶
唱
法
M
(
苫
ぷ
)
e

司

a〈
-
u
m
-
哲
也
タ
品
。
a
c
-
∞
-
M
-
0
・
M
M
-
'
M
M
(
苫
∞
品
)
・

(
印
)
そ
の
後
こ
れ
は
「
野
外
の
法
理
(
。
℃
g
m
m
E閉

e
n
S
5
)
」
と
碕
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
h
r
n
z
-
m
-
m司
-
Z
0
・
S
E
E
N
-
宮
・

u-

担問。，叶
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(1986)， reprinted ill 1986 U.C.C.A.N. 5828， 5830. 

(日)捻nr:m安記担当'首ii:t:(open-fields) :1堅。 ν<~ !.1吋-li'r-<ε製桝 \Jo\\tJt-Q 室長 1 E;; \と醤饗mE.1J~型企， 41匹若手E;;制定併ムJ 長思~.1J :二小細1

協同4若者手!と月十ト3星川JE;;11謡、~綿密Jい月!深1~ポ 7思議決]0選よjや (\i-!E;;\J母子。 o See， H.R. Rep. No.99-682， pt.l， 113 (1986). 

(岱)See， H.R. Rep. No.99-682， pt.5， at 7-8 (1986)， reprinted in 1986 U.C.C.A.N. 5828， 5830-31. 

(巴)IRCA ~116， codified as INA ~287 (8 U.S.C.cmI357) (d) (1986)リQ蕪報担(訴に古学出土足早JtiINA ~287 (8 U.S.c. ~1357) (e).1J 

ぷ時) 士主将E;;~宅!-'='早J-%' t-Q。

“(d) Notwithstanding any other provision of this section other than paragraph (3) of subsection (a)， an officer or巴mployeeof the Service 

may not enter without the consent of the owner (or agent thereof) or a properly executed warrant onto the premises of a fann or other 

outdoor agricultural operation for the purpose of interrogating a person believed to be an alien as to the person' s right to b巳orto remain 

in the United States." 

("0) *~* (回) (的)~重量-v*様E;;草壁{J!<l:..よ会会.+:i♂:ト' 再会nr:m安どIT@:E;;iu@:媛醤眠、;:>......l-v，!主ドー境基霊草山台'豊監禁判 (.，;>......l-vti 

4三樹-<) E;; ng: i恒例41t主同さffi :1献立竺れJ ヰ141 やま~~ポ......l:1' -401由民IiillK :1按側、;:>......l './ti 血âæ令子。鍵~:1mE......l ν' ミと回〈制i-! ti :t:1iill

-<\J 母子~.1J t壁!とE令子。紳E;; m昨E仏)[[J:g'.1J......l \J' 週盗容議需要歪必......l './ti 幽E週盗事厳軍~.g: !.1吋。戸<t-Q IJ .1J ti~ノ A刊のエ。

出

Aru-(目
的
・
出
)
一
v
的
引
戸
以
寸

ωW  INA ~287(a)(3) ーや若手指......l:1存会nr:懸記眼寺己早ノ哨êJt-Q~と帯電ー士主将E;; t宅!-'='\J 嶋崎。

“(3) within a reasonable distance from any extemal boundary of the United States， to board and search for aliens any vessel within the 

territorial waters of the United States and any railway car， aircraft， conveyance， or vehicle， and within a distance of twenty-five miles 

from any such extemal boundary to have access to private lands， but not dwellings for the pu中oseof patrolling the border to prevent the 

iII巴galentry of aliens into the United States" 

(的)也候1iillE;;製{J!<l~t-Q目録会 ι" -40~:g'~ポ記事量E;;~警護KV 40~咲1iillE;;~墜 4金主斗母子。怠~Wム'".~説~~早!十時医'主話相若草'係三〉葉

、;:>......l './ ti ílII議僻:1時特-'='rQ、とや:求Iiill-<耐震出版~t-QリムJ 。ぷ'.0;::' :1 I J E;;綬{J!<lE;;回総会♂11同トャ会e出渥E;'軍基蛍KVJ;丈回〈

i:?-4ロ終回以降誕戸<liillr t-QE;; ~~~rt-Qi-!~回線、い津!~令。回 :g'V 記ヰ国型化j 鋭:;~号<i~ヨヨ:1，斗斗"r-< t-Q I J .1J。

(
叩
)
お
寧
ム
古
川
、
い
J
W
F
A「

l
ム
『
定
川
崎
，
〈
図
式
記
民

νυ
明
剥
入
間
ふ

h
入

中



説t昨
日間

(日

)
h
2・
z-m-m刊喝
-
Z
C
@
唱ふ∞
M
-
-
M
同・凶場町民)ア∞(-也市山小)ゆ号、、玄武九九芯戸沼
w
a
d
-
の・円
U

・〉
-Z・凶∞
N
∞-
u
∞凶〔)'凶一

(日

)
E
-
下
院
農
業
委
員
会
の
報
告
で
は
、
不
法
移
民
の
ほ
と
ん
ど
が
不
正
に
連
邦
労
働
市
場
に
流
入
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
一
九
八
四
年
に
移

民
帰
化
局
が
逮
捕
し
た
約
二
ニ

O
万
人
の
不
法
移
民
の
う
ち
、
実
際
に
就
労
し
て
い
た
不
法
労
働
者
は
た
っ
た
一
一
万
人
で
、
し
か
も
そ
の
七

二
パ
ー
セ
ン
ト
が
農
業
界
で
の
就
労
中
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
農
業
委
員
会
は
こ
の
大
き
な
〈
偏
向
〉
の
原
因
が
、
「
野
外
の
法
理

(
O
官
2
m
m
E田
島

S
E
E
m
)
」
に
基
づ
く
移
民
帰
化
局
の
活
動
方
針
に
あ
る
と
し
て
立
法
的
修
正
を
施
し
た
の
で
あ
る
。

(
日
)
開

U
Z
Z
E
E
g
o
-
-
z
E宮
司
ベ
凶
∞

Z〉
g
t
Z
F
E
E
F
〉
E
Z
〉
Z
U
Z
E自
己
5
2
戸〉

t
E
Z司O
河内開玄開
Z
H
M
(苔
ま
)
・

(
町
)
足
・
曲

GEE-

(
回
)
一
九
六

O
年
以
降
メ
キ
シ
コ
系
〈
移
民
〉
の
入
国
ス
タ
イ
ル
は
複
雑
化
し
た
。
単
身
出
稼
ぎ
男
性
労
働
者
の
往
復
運
動
の
ほ
か
、
メ
キ
シ
コ

に
家
庭
む
持
つ
男
性
労
働
者
の
出
稼
ぎ
や
‘
事
実
上
合
衆
国
に
妻
子
が
い
る
メ
キ
シ
コ
人
男
性
が
退
去
強
制
に
遭
っ
た
後
再
入
国
す
る
と
い
っ

た
多
様
な
パ
タ
ー
ン
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
両
国
・
双
方
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
も
し
く
は
共
同
体
に
関
与

す
る
メ
キ
シ
コ
人
の
双
方
向
の
越
境
は
や
が
て
「
コ
ミ
ユ

l
タ
l
(
8
5
5
2
q
)
」
、
「
リ
ピ
ー
タ

l
(お
官
民
向
)
」
、
「
シ
ャ
ト
ル
(
目

ZE-n)
」
あ

る
い
は
「
ソ
ジ
ャ

l
ナ
l
(
S
E
E
R
)
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

o
p
m
戸
g
河

内

g
g
p
p
H
H
r
a
室
、

M
ミ
2
3問、
F
・

Mdmnnミ
ミ

ミ向江町民刷、宮古

HE同
qSRR出

MHbRFhszcζ
〉
2
0問。〉
z-N〉司
-oz-2。・ぃ「甲山戸唱市
w
t
-
C
凶(}唱∞∞)・

(
印
)
小
代
有
希
子
、
前
掲
注
(
幻
)
、
七
八
七
九
頁
。

(
印
)
開
。
者
盟
国
〉
担
宅
。
0
0・
室
、
言
口
。
ぉ

u
a
-
a
-
0・

(
引
)
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ジ
ョ
ブ
」
に
つ
い
て
は
次
の
資
料
が
詳
し
い
。

~
E
巴

-g
者
向
ロ
〉
S加
o
p
呂
町
、

R
s
q
p一九九~〉
3
C
3
2
3
S
E
E
Sミ
〉
ミ
ア
法

∞
0
2菌
室
内
〉
E
B
E
E
F
-
智
〈
・

8
少
。
ニ
ム
N
(
右
∞
凶
)
咽
柏
木
宏
、
一
削
掲
注
(
日
)
、
五
一
|
五
三
頁
。

(
臼
)
開
。
垣
間
Z
E〉
田
君
。
。
D
L号
、
む
口
。
お
泣
・
包
弓
ふ
-

(
臼
)
町
民
・
移
民
帰
化
局
は
農
作
物
の
収
穫
や
飲
食
庖
の
皿
洗
い
に
従
事
す
る
不
法
就
労
者
の
平
均
賃
金
を
一
時
間
あ
た
り
三
・
五
0
ド
ル
、
土
木
、

建
築
・
建
設
、
内
外
装
工
事
と
い
っ
た
現
場
作
業
に
従
事
す
る
不
法
就
労
者
の
平
均
賃
金
を
一
時
間
あ
た
り
七
ド
ル
か
ら
一
四
ド
ル
と
試
算
し
、

後
者
を
主
な
摘
発
対
象
と
す
る
計
画
を
進
め
た
。
だ
が
逮
捕
者
約
五
、
五
O
O
人
の
平
均
賃
金
は
わ
ず
か
一
時
間
あ
た
り
四
・
八
一
ド
ル
で
し
か

な
か
っ
た
。
し
か
も
逮
捕
者
の
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
は
メ
キ
シ
コ
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
移
民
帰
化
局
の
捜
査
摘
発
行
動
に
つ
い
て
は
次
の
資
料

が
参
考
に
な
る
。
玄
白
『
】
何
回
L
E担
当
。
-
E
L
X
3
5、
ず
み
吉
町
立
2
2
E
3
N
0
2ヨ
ミ

s
q』

S
h
F
S
S
E叫
与
。
E
h
q
q
E
~
E
F
叶
出
問
委
〉
「
「
同
司
自
白
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (4) 

』。c
m甲
山
〉
「
玄
O
白色白可・

u
o
n
g
M
σ
R
m
r
白
二
件
医
(
石
∞
M
)
・

(
臼
)
宮
本
倫
好
『
ア
メ
リ
カ
民
族
と
い
う
試
練
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
)
二

O
O
頁。

(
邸
)
史
・
宮
本
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
社
会
が
持
つ
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
へ
の
親
近
感
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
ゃ
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
ら
が
有
す
る
い
わ

ゆ
る
ラ
テ
ン
気
質
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
。

(
叫
山
)
開
句
者
盟
国
〉
同

a

君
。
。

P
員
、
言
口
。
同
町
出
場
釦
二
h
p

・

(
町
)
迂
・
同
二
N

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ジ
ョ
ブ
の
後
、
空
い
た
雇
用
口
の
大
多
数
に
ア
メ
リ
カ
人
は
就
か
な
か
っ
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ジ
ョ
ブ
に
よ
っ
て
国
外
に
退
去
強
制
処
分
と
な
っ
た
メ
キ
シ
コ
人
の
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
が
再
度
入
国
し
、
し
か
も
同
職
種
の
一
雇
用
口
に
あ
り
つ

い
て
い
た
と
い
う
事
実
が
新
聞
社
の
報
道
記
者
の
取
材
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
豆
町
『
-
刊

F
E
e
t
ξ
o
-
g
e
h吾
S
E
R
E
a
白
円
忠

(
槌
)
開
。
垣
間

Z
E〉
問
看
0
0
0
・室、

s=。gu
a
d
同二
M
-

(的

)
E
-

(
叩
)
移
民
帰
化
局
は
、
捜
索
令
状
が
な
く
て
も
、
事
業
上
主
の
同
意
が
得
ら
れ
れ
ば
適
法
な
捜
索
が
可
能
で
あ
る
。
∞
n
Z
R
5
2
E
〈
∞

g
g
B
S
R
e

品
目

N
C
-
∞
-
N
同
∞
(
戸
申
斗
凶
)
・
そ
し
て
移
民
帰
化
局
の
出
動
す
な
わ
ち
事
業
場
捜
査
の
着
手
に
直
面
し
た
事
業
場
主
の
九
O
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
事
業
場
内

へ
の
進
入
お
よ
び
捜
索
に
同
意
す
る
と
い
う
。
関
口
町
ロ
老
町
宮
〉
g
m
o
p
h毛
S
E
R
E
-
包
合
唱
・

(
口
)
伺
ut弔問
Z
国
〉
同
巧
。
。
0
・
言
、
ミ
ロ
O
円相凶少

az-

(η)
室
内
出
〉
開
「

E
H
持
司
〉
巴
「
叶

-
E
F
L
h也、
b
E
R
S
-
開
門
誌
-

(η)
ミ・白押
M
M
O
M
凶・

(
引
け

)
E・
g
-
申
・
通
常
で
あ
れ
ば
立
法
時
に
、
連
邦
議
会
か
ら
行
政
府
へ
移
行
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
|
行
政
府
が
主
位
的
に
連
邦
行
政
規
則
や
予
算
執

行
計
画
の
策
定
、
政
党
や
関
係
諸
機
関
と
の
折
衝
と
い
っ
た
手
続
的
処
理
を
進
め
る
ー
は
、
河
内
〉
に
限
っ
て
最
後
ま
で
上
下
両
院
司
法
委
員
会

の
リ
ー
ダ
ー
ら
が
保
っ
て
い
た
と
い
う
。
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